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令和４年 多賀町議会３月第１回定例会再開会議録 

 

令和４年３月２５日（金） 午後２時３０分開会 

 

◎出席議員（１２名） 

  １番  神細工 宗 宏 君        ７番  富 永   勉 君 

  ２番  清 水 登久子 君        ８番  大 橋 富 造 君 

  ３番  近 藤   勇 君        ９番  川 添 武 史 君 

  ４番  木 下 茂 樹 君       １０番  山 口 久 男 君 

  ５番  松 居   亘 君       １１番  川 岸 真 喜 君 

  ６番  菅 森 照 雄 君       １２番  竹 内   薫 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    福祉保健課長 林   優 子 君 

  副 町 長  小 菅 俊 二 君    産業環境課長 飯 尾 俊 一 君 

  教 育 長  山 中 健 一 君    地域整備課長 藤 本 一 之 君 

  会 計 管 理 者  奥 川 明 子 君    学校教育課長 吉 田   克 君 

  企 画 課 長 野 村   博 君    教育総務課長 本 多 正 浩 君 
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◎議会事務局 

  事 務 局 長 夏 原 伸 幸      書    記 村 田 朋 子 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  発言の取消しについて 

 日程第３  議会広報常任委員長報告 

 日程第４  議会改革特別委員長報告 

 日程第５  議案第 ８号  令和３年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）につ

いて 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第６  議案第 ９号  令和３年度多賀町農業集落排水事業特別会計補正予算
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（第２号）について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第７  議案第１０号  令和３年度多賀町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第８  議案第１１号  令和４年度多賀町一般会計予算について 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第９  議案第１２号  令和４年度多賀町国民健康保険特別会計予算について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第10  議案第１３号  令和４年度多賀町介護保険事業特別会計予算について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第11  議案第１４号  令和４年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第12  議案第１９号  令和４年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第13  議案第２０号  令和４年度多賀町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第14  議案第２１号  令和４年度多賀町水道事業会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第15  議案第２２号  令和４年度多賀町下水道事業会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第16  請願第 １号  「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」につい

て、シルバー人材センターに及ぼす影響が極めて大き

いことから、安定的な事業運営が可能となる適切な措

置を求める請願 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第17  発議第 ２号  「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」につい

て、シルバー人材センター事業に及ぼす影響が極めて

大きいことから、安定的な事業運営が可能となる適切

な措置を求める意見書案 

 日程第18  請願第 ２号  旧遠藤邸（多賀６３４番地）の跡地利用に関する請願

書 

               （産業建設常任委員長報告） 
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 日程第19  発議第 １号  ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議案 

 日程第20  議員派遣の件について 

 日程第21  委員会の閉会中の継続調査について 

       （総務常任委員会） 

       （産業建設常任委員会） 

       （議会広報常任委員会） 

       （議会運営委員会） 
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（開会 午後 ２時３０分） 

○議長（竹内薫君） ただ今から、令和４年３月第１回多賀町議会定例会を再開いたしま

す。 

                                        

○議長（竹内薫君） なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の本会議に議会から議員提出議案として決議案１件が提出されています。  

 それでは、日程表のとおり、議会広報常任委員長および議会改革特別委員長の報告を

求め、質疑を行います。その後、総務常任委員長および産業建設常任委員長ならびに予

算特別委員長に付託案件の審査結果の報告を求め、各委員長に対し質疑の後、討論およ

び採決を行います。 

 再開に当たり、町長から挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 令和４年３月第１回多賀町議会定例会の再開に当たり、一言ご挨

拶申し上げます。 

 本日、３月定例会を再開いたしましたところ、議員の皆様には大変お忙しい中ご出席

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本定例会は３月４日に開会し、本日までの２２日間には、４日の本会議をはじめ、７

日、８日の一般質問、９日の総務常任委員会、１０日の産業建設常任委員会、１１日お

よび１４日、１６日の予算特別委員会におきまして提出をさせていただきました２１議

案につき、慎重なご審議を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 なお、本日は本定例会の最終日でございますが、各委員会に付託をされました議案に

つきまして、円滑かつ適切なご決議を賜りますようよろしくお願い申し上げ、議会再開

に当たりましてのご挨拶といたします。 

                                        

（開議 午後 ２時３０分） 

○議長（竹内薫君） ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２ 「発言の取消しについて」を議題とします。 

 木下議員から、３月８日の一般質問での発言について、発言取消し申出書の提出があ



－５－ 

りました。 

 お諮りします。申出書のとおり発言を取り消したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、申出のとおり取り消すことに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第３ 「議会広報常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ９番、川添武史議会広報常任委員長。 

〔議会広報常任委員長 川添武史君 登壇〕 

○議会広報常任委員長（川添武史君） 議会広報常任委員会は、現在５人の体制で、年４

回、定例会後、議会広報誌を発行しております。委員は、副議長、総務常任副委員長、

産業建設常任副委員長と２人の新議員です。副議長は、現在取り組んでおります議会改

革特別委員会の中で、議員定数の問題もあり、将来的には広報委員と公聴委員（町民の

皆様との意見交換会の開催）を念頭に取り組んできました。 

 令和４年３月議会の定例会の広報誌は、第１７３号として、令和４年度予算を中心に

編成し、５月初めに各戸に配布されます。 

 編集の基本姿勢として、議事の全面公開を原則として、町民の知る権利、また議会人

として知らせる義務を構築してまいりました。 

 新しい紙面の工夫として、字体のフォントを新しい目に優しいユニバーサルデザイン

に変更をいたしました。一般質問の議員の顔写真を正面向きに変更しました。見出しは、

簡潔にインパクトのあるものにしました。記事を詰め込まない、ゆったりとした紙面づ

くり、文書は分かりやすく、行政言葉は簡潔に、スリム化をしてまいりました。写真を

できるだけ多く使用、一目で分かる構成に努めてまいりました。 

 令和２年６月定例会第１６６号（８月発行）から新しい中央公民館「多賀結いの森」

で活動されている各団体の皆さんを「結のひと結のまち」として会員様を紹介させてい

ただいております。いろいろなジャンルで活動されています。多くの町民の皆様が一人

でも結ばれれば良いと考えております。 

 また、議会改革特別委員会で各団体の皆様と意見交換会を開催しており、皆様のご意

見を掲載しております。今後の多賀町発展の一助になればと思っております。いろいろ

なご意見を頂ければ幸いだと思ってます。 

 「こんにちは議会です！！」が町民の皆様と議会をつなぐかけ橋、サブタイトル「あ

なたと町政を結ぶ情報誌」になるよう研鑽に努めてまいります。 

 今後は、ネットを活用した情報も必要になってきました。行政と議会で議論を加速し、

皆さんにお知らせをしてまいりたいと思っています。 
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 最後に、皆さんのご意見、ご感想をお聞かせいただければ幸いだと思います。ご協力

をお願いして、議会広報常任委員長の報告とさせていただきます。ありがとうございま

す。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第４ 議会改革特別委員長報告を行います。 

 これまでの議会改革に関する調査の結果について、報告を求めます。 

 １１番、川岸真喜議会改革特別委員長。 

〔議会改革特別委員長 川岸真喜君 登壇〕 

○議会改革特別委員長（川岸真喜君） 議会改革特別委員会の報告をさせていただきま

す。 

 当委員会は、住民に開かれた議会とはどうあるべきか、また、議会活動の活性化と質

の向上を目的に令和２年４月に設置されました。この２年間の活動について報告いたし

ます。 

 まず初めに、重点項目の設定について報告します。 

 活動を始めるに際し、委員全員にアンケートを実施。委員会として取り組むべき課題

を提案いただき、集約し、２年間で取り組むべき重点項目として５つの目標を設定しま

した。 

 以下の５項目となっております。１つ目、議員定数の削減と議員報酬の引上げ、２つ

目、議会報告会、住民懇談会の開催、３つ目、議会基本条例の制定、４つ目、予算決算

常任委員会の設置、５つ目、ペーパーレス化、タブレット化、ＩＣＴの導入であります。  

 それでは、各項目の進捗について報告いたします。 

 １つ目の議員定数、議員報酬についてであります。 

 まず、議員定数について、議員を対象に意識調査を実施しました。その結果、現在の

議員定数１２人については、「多いと思う」が６人、「適切である」が３人、「その他」

が３人となり、多いと回答した６人のうち、望ましい議員定数については、「定数１０

人とすべき」が５人、「定数８人とすべき」が１人となりました。 

 その後、討論会を２回開催しました。第１回目の討論会では、定数削減すべきの理由

としては、人口減少や住民からの削減を望む意見などが挙げられました。一方、現状が

適切な定数であるとする理由としては、議員選挙はまだまだ地域選挙であることで、定

数が削減されれば、大きな集落からしか出れなくなる。多賀町には３つの谷があり、議

会へ一人も出せない集落が出てしまう。多賀町は面積が広く、１２人でいいのではなど

の意見がありました。 

 第２回目の討論会においては、削減すべきとする意見として、地域選挙という考えで
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選挙を捉えるべきではない。町全体から選ぶのであるから、地域性や３つの谷という考

え方は間違っている。現在の定数は昭和４３年から変わっていない。人口９,０００人

の時代から変えていくべきだなどの意見が出されました。また、現状維持の意見として

は、住民の定数削減の意見には根拠がない。１０人に削減すると、若い人や女性が出に

くくなるのではないか。国内には、人口が３６０人の小規模な自治体で定数が８人とい

う議会もある。現状の１２人が妥当であるとの意見がありました。 

 今後の進め方について、住民との懇談会を開催すべきだ。視察研修へ行くべきである。

犬上３町での議論が必要であるなどの意見が出され、いずれもコロナ禍の影響で実現が

難しいとなり、次年度の委員会での調査へ申し送ることといたしました。 

 また、議員報酬については、議員定数が現状のままでは引上げは考えにくい。定数の

削減と連動して取り組むべき課題であるとする意見や、住民との意見交換を充分に行っ

た上で議論すべきとの意見がありました。 

 次に、２つ目の議会報告会、住民懇談会について報告いたします。 

 議会報告会については、各議員が集落で個人的に実施する事例が多く聞かれ、今後、

議会の活動としてどのように取り組むか協議をいたしました。要望、質問に対し正確な

情報提供、回答ができるか、また、住民の意見を聞く場として有効な方法かなど、内容

の点で、議会全体として定期的に開催することについては、感染対策も含め問題も多く、

今後の検討を続けることといたしました。 

 住民懇談会について、委員から日野町議会の活動が先進事例であるとして紹介され、

住民と議員がテーマごとに日時と会場を分散させて開催する意見交換会について検討し

ました。少人数のグループに分かれて、テーマについて出された意見を付箋に書いて貼

り、司会者が発表するというワークショップ形式でありました。 

 その中で、委員から、コロナ禍で、ワークショップ形式は１グループ５人から６人で

あっても、感染対策上、問題が多い。また、集落を指定すると、人数が集まらない場合、

議員の知り合いや集落の役職者に動員が集中してしまう。要望が出た場合、集落には区

長名による集落要望の仕組みが既にあり、政策提言に反映させる場としては、一般質問

など限られているのではないかとする慎重な意見がある一方で、住民の意見を聞く場に

特化しており、目的、方向性には共感できる。一方的になる議会報告会より意見交換会

の方が、双方向のやり取りの中で問題点や解決策が見いだせるのではという意見もあり

ました。 

 検討の結果、行政に関係する各種団体との意見交換会を始めることとなり、町内約７

０の団体に意見交換会の案内を送付しました。これまでに申込みのあった多賀町シルバ

ー人材センター、もんぜん市運営協議会、多賀町母子福祉のぞみ会との意見交換会を実

施しました。 

 次に、３つ目の議会基本条例の制定について報告をいたします。 

 条例に基づく議会活動の実現が歴代の委員長より申し送られてきたことから、当委員
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会では、議会基本条例案の作成に向けて、まず少人数の作業部会を編成し、原案作成の

作業に当たっていただきました。先進的な他市町の条例を参考にしつつも、多賀町の実

情に則した独自の条例案を作成し、委員会の協議に諮りました。内容について、委員全

員の合意を得られるまで協議を重ね、令和３年９月定例会に上程し、本会議において多

賀町議会基本条例が可決成立しました。令和４年４月１日からの施行となります。主な

内容は、住民との関係では、意見交換の場を設けること。請願、陳情には真摯に対応す

ることなどが定められ、また、行政との関係では、予算、決算をはじめ、主要な施策や

計画について説明を求めることが定められ、議会と行政が共に透明性の高い町政の運営

に努めることが定められています。 

 今後は、意見交換会など、基本条例で定めた内容を活動計画にして、実施、評価、改

善のＰＤＣＡサイクルにより継続的な改善を図り、議会活動の質的向上に努めることが

必要と考えております。 

 次に、４つ目の予算決算常任委員会の設置について報告いたします。 

 この問題では、現在、総務常任委員長、産業建設常任委員長が予算と決算の特別委員

会の委員長を兼務している現状があり、両委員長の負担を軽減できないか検討しました。  

 委員から、３月定例会での補正予算を委員会付託せず、本会議での審議にかける提案

がありました。この提案に対しては、委員から、事前の議案説明と本会議での質疑応答

だけで慎重な審査ができるのかと慎重な意見がありました。また、別の負担軽減策とし

て、予算決算常任委員会を設置し、新たに１名の常任委員長を選任し、年間を通じて予

算審査を担当する。臨時会で提案される補正予算についても、定例会と同様、委員会付

託してはどうかという提案がありました。 

 委員会での協議の結果、委員から、委員会付託のための議会運営委員会や本会議の開

催をどうするのか、常任委員長の人件費増額など、慎重な意見が多数を占めました。そ

の結果、この問題については現状維持との結論に至りました。 

 最後に、ペーパーレス化の導入について報告いたします。 

 全国的にＩＣＴ技術の導入が進んでいることから、当議会においてもタブレット端末

を導入し、ペーパーレス化を進めてはどうかと提案がありました。これまでも、先進事

例の視察を経験した委員がいるものの、実際の運用場面を見ていないことから、委員会

として先進事例の視察を検討しましたが、新型コロナウイルス感染防止のため、全員で

の視察を見送っております。タブレット端末の導入には多額の経費を伴うことや議案説

明をする行政側の事情を考慮すると、今後のデジタル化の進捗に合わせた対応を取るべ

きであり、結論を急ぐべきではないとの意見がありました。継続した調査を申し送りた

いと思います。 

 以上がこの２年間における重点項目の取組についての報告となります。 

 以上で、議会改革特別委員会の報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第５ 議案第８号から日程第１５ 議案第２２号までを一括議

題とし、総務常任委員長および産業建設常任委員長ならびに予算特別委員長より付託案

件の審査結果の報告を行います。 

 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。 

 ５番、松居亘総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 松居亘君 登壇〕 

○総務常任委員長（松居亘君） 本会議において総務常任委員会に付託を受けました議案

３件、請願１件の審査結果を、会議規則の規定により、次のとおり報告いたします。 

 ３月９日午前９時より、役場３階第１委員会室において、委員全員と、執行者側より

町長、副町長、担当課の出席を求め、委員会を開催しました。 

 最初に、「議案第１２号 令和４年度多賀町国民健康保険特別会計予算について」、税

務住民課長から、歳入歳出予算の総額はそれぞれ８億７,２９７万２,０００円で、前年

比９,３９３万６,０００円、１２.１％の増額となっている。被保険者数は前年比４０

人増の１,６２０人、１,０４０世帯を見込んでいる。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税が１億５,０９０万４,０００円。県支出金が６億

５,０５５万円。繰入金では、一般会計からの繰入金として、保険基盤安定繰入金３,８

６０万円、事務費繰入金１,８１１万６,０００円など、合計７,１４４万２千円を計上

している。 

 歳出の主なものは、総務費では、職員２名分の人件費を計上。各種情報連携に関して

のデータレイアウトの更新に伴うシステム改修に４８万１,０００円、国保連合会負担

金として３３９万７,０００円、国保税の賦課徴収事務費に５７万７,０００円などを計

上している。保険給付費は、医療に係る町負担分、高額療養費、出産育児一時金や葬祭

費を含め６億１,１２０万２,０００円を計上。国民健康保険事業費納付金は、県が市町

から徴収する納付金として１億９,７８７万２,０００円を計上。保健事業費では、４年

度多賀町が事務局となるＢＩＷＡＫＯスキやねん保険者協議会のビワテクアプリ等の運

営、管理、システム改修、システム使用に１,１０１万９,０００円、人間ドックの検診

補助金として１４０人分の２８０万円、近江鉄道のラッピングと湖国バスの広告料等に

４０２万５,０００円、健診結果早わかりガイド作成費等委託料として２７５万９,００

０円など、合計３,５０１万円を計上している。諸支出金として、平成２８年度に借入

れをした広域化等支援基金の返済分７６０万円を含め８９１万９,０００円を計上して

いると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、ビワテクアプリを運営する協議会は１７市町が参加されて

いるが、不参加の２市町はどこか。参加は自由かとの質疑に対し、甲良町と日野町が加
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入されていない。協議会の参加は任意となっていると答弁がありました。 

 また、委員から、国庫支出返還金と県支出返還金はどのようになっているかとの質疑

に対し、平成２８年度に借入れをし、３０年度から返済を開始し、５年間させていただ

く。令和４年度が最終年度になると答弁がありました。 

 また、委員から、マイナンバーカードを被保険者証として使用するとどうなるか。今

までの被保険者証は使えるのかとの質疑に対し、マイナポータルというアプリで保険証

として使えるようになる。大きな病院から利用が進んでいる。特定検診の情報、薬局の

情報、いろんな病院で受診していても、１つの薬局で情報を見ることができる。また、

医療費通知も登録すると把握できる。マイナンバーカードと被保険者証は当分、両方使

えると答弁がありました。 

 また、委員から、人間ドック補助は何人分かとの質疑に対し、令和４年度は１４０人

分２８０万円で、令和３年度と同額ですと答弁がありました。 

 また、委員から、未就学児の保険税均等割の軽減は何人かとの質疑に対し、３５人で

予算化していると答弁がありました。 

 また、委員から、保険給付費等交付金の保険者努力支援分は保険者努力で収納率や特

定検診の受診率を反映したものかとの質疑に対し、収納率アップや保健事業の取組強化、

具体的には、歯科検診の実施やメタボの減少率などの努力分で交付されると答弁があり

ました。 

 以上で質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、全員賛成で、議案第１２号は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、「議案第１３号 令和４年度多賀町介護保険事業特別会計予算について、福祉

保健課長から、歳入歳出予算の総額はそれぞれ８億７,８２２万２,０００円で、前年比

１,１８６万５,０００円、１.３％の減額となっている。 

 歳入の主なものは、介護保険料は６５歳以上の第１号被保険者から徴収する保険料で、

前年度より３５人減少の２,５１９人分、１億８,０８３万円。介護給付費負担金は１億

４,５６０万４,０００円。支払基金交付金は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者

の保険料を受け入れるもので２億２,３１２万７,０００円。県支出金は１億１,８２１

万７,０００円。一般会計繰入金は１億３,８６２万２,０００円を計上した。 

 歳出の主なものは、総務費は、主に職員の人件費と多賀町老人福祉計画及び介護保険

事業計画改定業務などに７８６万６,０００円、介護認定審査会費５３７万８,０００円。

介護給付費では、介護サービス等諸費７億４,８２０万４,０００円、高額介護サービス

費１,８６５万円、特定入所者介護サービス等費３,６５３万２,０００円。地域支援事

業費では、介護予防・生活支援サービス事業費１,４８６万２,０００円、包括支援事業

費・任意事業費２,２３７万３,０００円などを計上していると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、介護保険の認定率は、前年度と比較して傾向はどうかとの

質疑に対し、令和４年３月で１４.３％、令和３年３月は１４.２％、令和２年３月は１
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５％、令和元年３月は１６％です。前年度比はほぼ横ばいですと答弁がありました。  

 また、委員から、国の調整交付金の配分率はとの質疑に対し、令和元年度は５ .８

２％、令和２年度は５.３５％、令和３年度は５.５６％の実績ですと答弁がありました。 

 また、委員から、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介

護サービス給付費は減額予算となっているが、大丈夫かとの質疑に対し、令和３年度の

予算は、令和２年度から給付費が増えていることを鑑みて、予算は増える想定で編成し

ていたが、コロナ等の状況で実績が減っている傾向が出始めてきたので、令和４年度予

算は減額して計上したと答弁がありました。 

 また、委員から、準備基金は現在どうかとの質疑に対し、令和２年度決算で７,１３

２万円が準備基金としてあると答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、賛成全員で、議案第１３号は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第１４号 令和４年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算について」、

税務住民課長から、歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億２,０３７万６,０００円で、前

年比９３４万４,０００円、８.４％の増額となっている。被保険者数１,３１０人で、

前年度より３４人減少で積算している。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料は８,７４７万７,０００円。繰入金は、一

般会計からの保険基盤安定繰入金で３,２７２万２,０００円。 

 歳出の主なものは、総務費は、職員の人件費と事務経費に６４３万４,０００円。後

期高齢者医療広域連合納付金は１億１,３６９万円などを計上したと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、県外から施設入所される方の医療費はどのようになってい

るかとの質疑に対し、後期高齢者医療制度は広域連合でしている。県外から施設入所の

場合は、住所地特例という考え方があり、県外の前住所地の市町村が医療費を負担する

ことになると答弁がありました。 

 また、委員から、令和４年１０月１日から一定所得以上の方は医療費の自己負担が２

割になるということだが、対象は何人か。全体の割合はとの質疑に対し、令和３年度の

計算では、２割になられる方は１,３１０人のうち３００人ほど、約２３％ですと答弁

がありました。 

 また、委員から、２割負担になられる方だけ被保険者証を送付するのかとの質疑に対

し、送付方法は、１０月１日から施行で、一旦、令和４年８月１日から９月３０日まで

有効の被保険者証を発行する。再度、１０月１日からの有効のものを１割負担、２割負

担の方に送付させていただくと答弁がありました。 

 また、委員から、１割、２割、３割負担の所得制限はとの質疑に対し、３割負担は現

役並み所得のある方で、課税所得が１４５万円以上です。２割負担は課税所得２８万以

上かつ年収２００万円以上です。それ以外は今までどおり１割負担です。これは世帯に

１人の後期高齢者がおられる場合です。２人以上おられると、課税所得は２８万円以上
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かつ年収が３２０万円以上の場合は２割負担です。今回、負担割合が２割になった方は

軽減措置が設けられており、外来の１か月の自己負担増は３,０００円までの上限が設

けられた。３年間講じられることになると答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、反対討論もあり、採決の結果、賛成多数で、議案第１４号は原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、「請願第１号 「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」について、シルバ

ー人材センターに及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営が可能となる

適切な措置を求める請願について」。 

 この請願は、令和５年１０月から消費税においてインボイス制度が導入される予定と

なっている。この制度が導入されると、免税事業者であるシルバー人材センターの会員

は適格請求書を発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができな

くなり、消費税相当額を新たに負担し納税する必要が生じてくる。しかし、公益法人で

あるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源を持っていない。こ

のことはまさに死活問題であり、存続の危機となってくるため、今後もセンターが安定

的な事業運営が可能となるよう、国に対し意見書の提出を求める請願であります。  

 この請願に対する扱いについて、審議いたしました。 

 委員から、葉刈りや掃除をシルバーに依頼したら、依頼者は消費税も含めて支払って

いる。消費税を依頼者から頂いて、１,０００万円以下の事業者なので納税する必要が

ないというのは、その消費税はどこへ行くのか。シルバーは消費税を徴収されていたら、

消費税制度が始まったときから納税するのが当たり前ではないのか。全国的にあるシル

バーで消費税を徴収しているのに、会員に支払ってしまうから消費税を納めないことが

通用するのか。その消費税を徴収していること自体がおかしいのではないか。今されて

いるシルバーの会計制度が矛盾だと思う。 

 また、委員から、シルバーの会員が仕事をして依頼者からお金をもらうと、年間所得

合計が１,０００万円以下だと一旦預かった消費税は払う必要はない。益税になってい

る。この益税になっているので、消費税をお客さんからもらったら国に納税してもらう

ように国は言っている。シルバーの会員がそれぞれ仮に支払うことになると、収入がが

た減りになり、シルバー会員がいなくなる。インボイス制度が始まると、シルバーが年

間６２０万円くらいを会員の代わりに払うことになるので、インボイス制度を見直して

ほしいという請願です。 

 また、委員から、シルバーの会員は収入が少ないのに税金がかかり、全部手続きする

ことになる。そういう手続は大変で、シルバーがまとめて手続きすることになるため、

インボイス制度は廃止してほしいと言っています。今回のシルバーの請願は、収入が少

ない方のために、免税点のその制度は残しておいてほしいと言われている。 

 また、委員から、消費税を納税することになってきたら、収入がますます減ってくる

と、高齢者の生きがいの充実や健康の維持増進をしていくのが非常に困難になってくる
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ため、インボイス制度の中で免税的な要素を継続してほしいというのがシルバー人材セ

ンターの望みです。 

 また、委員から、国の制度に対して地方議会が意見を述べることはできる。我々地方

議会は、国の法律を決めることはできません。法律はこうなっているが、改善してくだ

さいという意見書を上げるのが地方議会の役目だと思う。 

 以上で審査を終了し、討論はなく、採決の結果、賛成多数で、請願第１号は請願のと

おり採択すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件４件の審査結果報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 ６番、菅森照雄産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 菅森照雄君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（菅森照雄君） 産業建設常任委員会に付託されました審査結果を、

会議規則の規定により報告いたします。 

 ３月１０日午前９時より、役場３階第１委員会室において、委員全員と議長、町長、

副町長、会計管理者、担当課長、担当者出席の下、当委員会に付託されました議案６件、

請願１件について、審査を行いました。 

 まず、地域整備課所管事業、「議案第９号 令和３年度多賀町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）について」、課長から、歳入歳出１万５,０００円減額し６,２

０７万円とするもので、歳入では、萱原処理場更新事業について、事業内容が補助対象

外とされたため見直しが必要となり、事業を繰り越して実施するとともに、交付金を４

２万円減額し６１５万１,０００円とする。また、前年度繰越金では４０万５,０００円

増額の１３０万５,０００円。 

 歳出の主なものは、真空弁の故障により真空ポンプ稼働時間が増大となり、光熱水費

４０万５,０００円の増額、佐目地区農業集落排水の保全計画策定委託料入札差金７０

万円の減額、萱原地区の事業内容の見直しによる測量設計委託料３０４万７,０００円

を計上し、工事請負費２７６万７,０００円を減額するとの説明がありました。 

 主な質疑では、委員から、事業内容で補助対象外の理由はに対し、当初の計画では、

計器類や部品等の軽微な取替えが主体の事業内容としていたためと答弁がありました。  

 また、真空ポンプの故障は発見が遅れたのかに対し、真空ポンプの稼働が徐々に増え

たことで、原因の特定に時間を要した。真空桝の破損により、真空状態が保持できなく

なったため応急処置をしたとの答弁がありました。 

 また、委員から、今は応急処置をしているが、今後はに対し、亀裂が入って初めて分

かり、事後保全になってしまう。少しずつ更新していくことを考えたいとの答弁があり

ました。 

 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、全員賛成で、議案第９号は原案のとおり可

決すべきとすることに決定いたしました。 



－１４－ 

 次に、「議案第１０号 令和３年度多賀町水道事業会計補正予算（第１号）について」、

収益的収支において、当初予算に対し、年度末精算見込みにおいて差額が生じているこ

とや不用額が出てきたため、収入を２５６万円増額し、総額３億８,７５６万９,０００

円とし、支出を３５９万３,０００円減額し、総額３億２,１４９万６,０００円とする。 

 資本的収入・支出では、収入を２１９万６,０００円減額し３,０６５万８,０００円

とし、支出を３,２００万円減額し、総額１億７,０５６万９,０００円とする。また、

収益的収入では、水道使用料４００万円の増額、営業外収益では、団地造成の遅れによ

る水道加入金１４４万円の減額、収益的支出では、大谷第１配水池において、修繕箇所

を特定できなかったため継続調査としたことによる５５４万円の減額、営業外費用では、

消費税支払い額４０９万円の増、また、資本的収入では、工事負担金において、上水道

管移設補償工事の工法見直しにより２１９万６,０００円の減額、資本的支出では、今

年度予定していた設計業務、工事請負費の入札差金ほかによる３,２００万円の減額と

の説明がありました。 

 主な質疑では、３,２００万円の減額は、入札差金だけではなくほかにもあるのでは

に対し、ダム工事の関係で一円集落内の舗装復旧を１年見送り、全て取りやめたのが一

番大きいとの答弁がありました。 

 また、一円、八重練間の工事は完了しているのかに対し、完了している。 

 また、委員から、水道加入金で１４４万円の減額はに対し、中学校下１８区画開発分

である。 

 また、委員から、減価償却費は施設の解体などと思うが、どこかに対し、布設替え箇

所で撤去する既存管の残存価値に対する分で、施設などの除却ではないとの答弁があり

ました。 

 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第１０号 令和３年度多賀町水道事

業会計補正予算（第１号）」は、全員賛成で、原案のとおり可決すべきとすることに決

定しました。 

 次に、「議案第２０号 令和４年度多賀町農業集落排水事業特別会計予算について」、

歳入歳出６,９３６万３,０００円とし、令和６年度には企業会計への移行を予定してい

るため、令和４年度から２か年の債務負担行為を定め、移行支援業務を委託していく。

また、その財源として公営企業会計適用債を借り入れる。 

 歳入の主なものは、高度処理維持管理に係る交付金５５万１,０００円、設備、機器

など維持補修に対する交付金６３０万円、一般会計繰入金５,０３３万８,０００円、使

用料５０４万２,０００円、公営企業会計適用債５５０万円。 

 歳出の主なものは、総務費で、職員１名分に係る経費６７７万円、処理場や真空ステ

ーション等の光熱水費、修繕に４６９万９,０００円、施設維持補修設計業務、水質検

査、真空ポンプ施設監視業務、浄化槽清掃、処理場定期点検、事業計画等策定業務に２,

１００万３,０００円、処理場施設および機器等の維持補修工事に７５０万円、公債費
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で、元利償還合計額として２,８９２万３,０００円、地方債残高見込額は、令和４年度

末現在３億１,４６５万との説明がありました。 

 主な質疑では、起債で５５０万円を借り入れ、一般会計から繰入れが減っている。起

債をやめて一般会計から繰り入れた方がいいのではに対し、企業会計の適用債は交付税

措置があるため、財政としては有利になる。 

 また、委員から、企業会計への移行は必要なのかに対し、令和６年度までに企業会計

化するよう国からの指導が出ている。法制化しないと交付税措置されない。事業の在り

方など、検討していく必要があるとの答弁がありました。 

 また、対象世帯数の増減はに対し、少しずつ減少している。 

 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第２０号は、全員賛成で、原案のとお

り可決すべきとすることに決定しました。 

 次に、「議案第２１号 令和４年度多賀町水道事業会計予算について」、主な建設改良

事業として老朽管更新事業５,９００万円。新たな団地開発による１３戸の増を見込ん

でいる。 

 収益的収支については、収入を３億９,２７５万円、支出を３億２,８６０万１,００

０円とし、差引き６,０１４万９,０００円の利益を見込んでいる。資本的収支について

は、収入を４,１０１万円、支出を１億９,１１５万６,０００円とし、不足額は消費税

資本的収支調整額および損益勘定留保資金で補てんする。 

 収入の主なものは、水道使用料２億６,３２６万９,０００円、消火栓維持管理費１,

１５４万円。営業外収益他会計補助金、一般会計から７,５２２万８,０００円、長期前

受金戻入れ３,５３９万８,０００円、水道加盟金６４３万５,０００円。 

 収益的支出、水道事業費用は３億２,８６０万１,０００円で、収益的支出の主なもの

は、原水浄水費では浄水処理施設の保守点検、水質検査、軟水処理設備維持管理委託料

２,４６７万４,０００円。送配水管、施設の修繕１,２１６万円、取水、送水ポンプ動

力費など１,８６０万円。配水給水費では、量水器の検針、水質検査、配管、固定資産

台帳更新など、委託料１,０２０万８,０００円、配水管、給水管など漏水修理などの修

繕に５５０万円。総係費では、職員給与ほか２,８４８万６,０００円。減価償却費では、

機械、建物、構築物など１億６,６５８万８,０００円、営業外費用では、企業債利息３,

６２５万１,０００円、消費税１,２００万円。 

 資本的収入では、総額を４,１０１万円とし、その主なものは、老朽管更新事業に要

する費用とする企業債で４,０００万円の借入れ。 

 資本的支出では、総額を１億９,１１５万６,０００円とし、配水管布設替工事設計業

務などの委託料に５５０万円、楢󠄀崎老朽管布設替、多賀地区配水管布設替、土田地区舗

装などの工事請負費に７,１３０万円、企業債償還金を１億１,４２０万６,０００円と

し、令和４年度末現在の企業債残高見込額は２６億２,４２７万４,０００円との説明が

ありました。 
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 主な質疑では、水道の総資産額はに対し、有形固定資産と無形固定資産、合わせて４

８億２,００１万１,０００円。 

 また、委員から、広域化の話があったが、上水道会計の広域化か、また事業の広域化

なのかに対し、将来目標として水道事業の広域化は検討されているが、実施段階ではな

く、各部門において広域での取組により、事業体間の連携を取れるよう県が勉強会を進

めているとの答弁がありました。 

 また、委員から、老朽管が１万４,０００ｍぐらいあるという話だが、更新まで何年

ぐらいかかるのかに対し、下水道整備により部分的に老朽管が残ったままになっている。

耐用年数の４０年に近づいている管もあり、何年と言われると難しいとの答弁がありま

した。 

 また、幹線は終わっているのかに対し、まだ残っている。どこを通っているのか確認

できない古い管も一部残っている状態であるとの答弁がありました。 

 また、配水管として震度６強に耐えられる管はに対し、耐震強度については、埋設し

ている地層にもよるため、未確定の部分が多い。 

 また、委員から、長期前受金の現在高はに対し、令和３年度１４億４,２１７万９,０

００円との答弁がありました。 

 また、インボイス制度対応システム改修で、対象は上水道と下水道かに対し、一般会

計でも対応されると思うとの答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第２１号は、全員賛成で、原案

のとおり可決すべきとすることに決定しました。 

 次に、「議案第２２号 令和４年度多賀町下水道事業会計予算について」、処理区内人

口６,７７９人、年間処理水量１３４万４,００２㎥、１日平均処理量３,６８２㎥、雨

水排水整備事業に１,７６５万５,０００円を予定している。収益的収入を３億９,６１

０万３,０００円、支出を３億９,４７２万円、差引き１３８万３,０００円の利益を見

込んでいる。 

 資本的収入・支出では、収入総額１億３,８３１万円、支出総額２億６,２２２万１,

０００円。不足額は消費税、地方消費税資本的収支調整額および損益勘定留保金で補て

ん。他会計一般会計から６,８９４万円繰入れ予定。企業債の限度額では、公共下水道

事業債が８８０万円、流域下水道事業債が１,４３０万円、資本費平準化債が６,０００

万円としている。 

 下水道事業収益として、営業収益２億５,５７７万１,０００円の主なものは、下水道

使用料２億４,４７３万円、営業外収益１億４,０３３万２,０００円の主なものは、他

会計補助金５,８００万円を一般会計から繰り入れ、長期前受金戻入れ８,２３３万１,

０００円を予定している。 

 下水道事業費用として、営業費用の主なものは、管渠清掃、水質検査、マンホールポ

ンプ機器点検等の委託料などの管渠費２,７４１万１,０００円。流域下水道維持管理負
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担金１億６０４万円。減価償却費２億５３４万２,０００円。営業外費用の主なものは、

企業債利息３,５８９万２,０００円。 

 資本的収入の主なものは、企業債８,３１０万円、他会計出資金４,６００万円、雨水

排水整備工事に対する補助金８８５万５,０００円。 

 資本的支出の主なものは、建設改良費では、雨水排水整備工事の工事請負費１,７６

５万５,０００円、びわ湖流域下水道建設費負担金１,４３９万９,０００円。企業債償

還金では２億３,０１６万７,０００円。令和４年度末企業債残高見込額は２１億６,４

０２万１,０００円との説明がありました。 

 主な質疑では、雨水排水整備工事の場所はに対し、継続事業箇所として藤瀬地区での

舗装本復旧、新規事業箇所として中川原集落内旧四手川の改修。 

 また、旧四手川のどこまでかに対し、具体的な区間は集落と調整中で、流末はハート

フル横にある大堀川に接続させるとの答弁がありました。 

 また、雨水処理負担金はどこから入ってくるのかに対し、一般会計から繰入れ」との

答弁がありました。 

 質疑を終了し、討論はなく、議案第２２号は、全員賛成で、採択すべきとすることに

決定しました。 

 次に、産業環境課所管事業、「議案第１９号 令和４年度びわ湖東部中核工業団地公

共緑地維持管理特別会計予算について」、歳入歳出７２６万７,０００円とするもので、

歳入の主なものは、基金繰入金６７３万３,０００円、前年度繰越金５０万円、歳出の

主なものは草刈り作業委託料７０６万７,０００円、街路灯維持管理２０万円との説明

がありました。 

 主な質疑では、基金残高はに対し、令和２年度末で３億４,２１３万９,１１６円、ま

た、委託先はに対し、主にシルバーにお願いしているとの答弁がありました。  

 また、何年ぐらい経過しているのかに対し、平成７年から１２年ぐらいまでは出資金

を積み立てていただいていた。その後、基金を取り崩し維持管理としている。  

 また、平成１５年以降の企業と基金の関係はどうされているのかに対し、基金の原資

は、初めて進出された企業さんの当初にもらった分で運営しているとの答弁がありまし

た。 

 ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第１９号は、全員賛成で、原案のとおり

可決すべきとすることに決定しました。 

 以上で議案審議を終了し、執行者退席の後、「請願第２号 旧遠藤邸（多賀６３４番

地）の跡地利用に関する請願書」についての審査を行いました。 

 請願主旨には文化財の保存活用、多賀町文化財保存活用地域計画が含まれており、委

員外委員の出席を求め連合審査会とし、また、請願者は絵馬通りの活性化を考える会の

構成団体で、多賀区、多賀大社、多賀町商工会、多賀観光協会、門前町共栄会、杜ノ実

の６団体の代表によるもので、委員長の大谷氏、副委員長の平居氏、杜ノ実の代表理事
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の大辻氏の３氏に請願の趣旨、請願事項を伺いたく、参考人として出席を求めました。 

 まず、審査に入る前に、令和３年１２月第４回定例会に提出された請願書と内容がほ

ぼ同様であることから、２点についての確認を行いました。 

 まず１点目は、前回の審査内容を区民、構成団体の皆さんに報告されているのかに対

し、大谷参考人から、多賀区の協議員会で報告し、再請願を提出することも報告してい

るとの答弁がありました。 

 ２点目、「１２月の連合審査会では、何度も繰り返し、採択されなければ請願を諦め

ると言われていましたが、今回、再度請願書を提出された理由はに対し、令和元年の請

願により、更地にしていただいた。解体などにかかった費用は多賀区が責任を持つこと

は、全役員の間で了解されている。不採択となり、３筆に分けてということになれば仕

方がないとの答弁でありましたが、明確な答弁ではありませんでした。 

 次に、紹介議員の川添議員に請願の主旨説明を求め、絵馬通りの活性化を考える会で、

住宅地にするよりは、他の使い道があるのではないか。大きなスペースを多目的に活用

できるように残していきたい。まちづくり事業の中で、難しい問題をあえてこの会が多

賀町の発展のためにやっていくという考えから、請願書を提出されたとの説明の後、質

疑応答の前に、請願事項の２点について確認を行いました。 

 請願事項の１点目、宅地相当２筆分の計画を見直し、絵馬通りの活性化が図れる汎用

性のある土地利用にすること、請願事項の２点目、土地の処分については、処分要件に

示される定性的要素（社会性背景）を考慮し、絵馬通りの活性化に寄与できるものを選

定することについての参考人の説明を求めました。 

 平居参考人から、国の管理下にあり、裁判所への手続で町の方針を示していただく必

要があります。裁判所が判断されるに当たり、宅地２筆が入った計画ではなく、将来的

なまちづくりに利用できるための措置をお願いしたいとの答弁の後、大辻参考人から、

過去の議事録を見ると、令和元年１２月２日に宅地２筆と駐車場１筆の話は事務局から

あった。残りの土地の活用については、今後考えるとなっており、何も決定されていな

いし、合意もされていない。残りの土地については、民間による取得に向けて動くと記

載されており、事務局からの説明でそのように動いていること自体がおかしい。令和３

年６月の議事録には、企画課から、民間による取得に向け進めることを合意されている

と言われている。これもおかしい。あたかも絵馬通りの活性化を考える会で合意したか

のように進めている。これもおかしいとの発言がありました。 

 質疑に入り、相続人がいない。多賀区ではどうすることもできないので、解体工事を

町が行った。更地になったからといって、多賀区が取得するのはおかしいのではに対し、

大辻参考人から、町の補助金を受けていない団体は２団体。杜ノ実は、今、設立したば

かりで資金がない。多賀町全体、観光のために利活用していくために、多賀区が一旦買

い上げる。理解してもらいたいとの答弁がありました。 

 また、議事録の中で、事務局が勝手に決めたような言い方をされたが、本当なのかに
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対し、大辻参考人から、議事録を見るとそのように思える。反対意見がなかったから、

賛成と判断したと書くべきであるとの答弁がありました。 

 また、委員から、区民の皆さんの意見は反映されていなかったのかに対し、大谷参考

人から、多賀区は協議員会で賛成であれば、区全体の意見になるとの答弁がありました。 

 また、委員から、今回の件は高額で、区民の合意形成が必要で、異論が出た場合は、

責任が取れるのかが心配である。今回の請願者である構成団体はたくさんあるが、合意

形成はできているのかに対し、大谷参考人から、回覧で全戸配布している。多賀区が責

任を持ってお支払いをさせていただく。構成団体の６団体には合意をもらっているとの

答弁がありました。 

 また、委員から、旧遠藤邸の件は、議会で議決し、議会だよりにも載っている。事務

局が勝手に決めたと言われると問題であるがに対し、大辻参考人から、議事録を見て、

気がついたときには宅地２筆と駐車場１筆となっていたとの答弁がありました。 

 また、大谷参考人から、令和元年の請願の後、絵馬通りの活性化を考える会の中で、

当時、行政から、跡地利用については今から考えておかないといけない。このようにし

たら良いのではという提案はあったが、絵馬通りの活性化を考える会は議決機関ではな

いので、賛否を取ったわけではない。いつの間にか認められましたみたいな形になった。  

 また、平居参考人から、１、２回は資料として説明を受けた。そのときには意見が出

なかったので、事務局は反対意見がなかったので進められたと思っている。異論を唱え

る方はおられなかったと理解しているとの答弁がありました。 

 また、委員から、令和元年に合意されているのではに対し、大谷参考人から、それに

関してはそうだが、解体されて、違う方がいいだろうということで、新たな請願を出さ

せていただいたとの答弁がありました。 

 また、委員から、取得する金額が大幅に上がった場合はどのようにされるのかに対し、

大谷参考人から、大幅に上がる場合は検討するとの答弁がありました。 

 また、委員から、区民の方に財産が減ることに対しての説明はに対し、大谷参考人か

ら、現金を不動産に代えるだけで、あとは利用してもらったときの金額を回収していき

たいと思っているとの答弁がありました。 

 また、委員から、駐車場にして使用すると言われている。一部の人の利益のために使

われることはあってはならないが、その辺はどうかに対し、大谷参考人から、大きく言

えば駐車場、要するに、宅地にしないで更地にしておいてほしい。イベントや、ふだん

は子どもの遊び場などで多目的に使えるよう、取りあえず更地にしておいてほしいとの

答弁がありました。 

 また、委員から、更地にしておいてほしいだけではビジョンがない。前回から３か月

もたたないうちに方針が変わっている。活性化につながるビジョンが見えないがに対し、

大谷参考人から、後々、舗装することも考えている。また、トイレを設置する話も出て

いる。とにかく更地のままにしていただいて、今後の使い道については、絵馬通りの活
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性化を考える会で決めていきたいとの答弁がありました。 

 また、委員から、舗装、トイレの設置などと言われているが、町で整備するのかに対

し、大谷参考人から、絵馬通りの活性化を考える会で整備するとの答弁がありました。 

 また、委員から、まちづくりの取組を進めるために杜ノ実が設立されたのではに対し、

大辻参考人から、そんな経緯はないとの答弁がありました。 

 また、委員から、杜ノ実が主体となって絵馬通りの活性化を進めてはどうか。出資し

て取組を進める考えはに対し、大辻参考人から、今のところ出資する財力がないが、協

力はするとの答弁がありました。 

 また、委員から、相続人がおられないという事例は多賀区だけの問題ではなく、他の

集落でもある。多賀区が出資すると、最後は多賀区のものになり、他の集落との公平性

が問われる。令和元年１２月２日に近隣住民、不動産会社などの民間での取得に向けて

動くことに合意されている。必要であれば、取得に向け参加されるのかに対し、大谷参

考人からは明確な答弁はありませんでした。 

 以上で質疑を終了し、参考人、委員外委員退席の後、産業建設常任委員会を再開し、

委員より賛成討論があり、採決の結果、賛成３人、反対２人で、賛成多数で、請願第２

号は採択すべきとすることに決定しました。 

 以上で、産業建設常任委員会に付託されました審査結果の報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。 

 報告に当たっては、令和３年度補正予算と令和４年度当初予算ごとの報告をお願いし

ます。 

 最初に、「議案第８号 令和３年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）について」

の報告を求めます。 

 ５番、松居亘予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 松居亘君 登壇〕 

○予算特別委員長（松居亘君） 本会議において予算特別委員会に付託された議案につい

ての審査結果を、会議規則の規定により、次のとおり報告いたします。 

 ３月１１日午前９時より、役場３階第１委員会室において、委員全員と議長、執行者

側より町長、副町長、教育長、担当課長の出席を求め、委員会を開催しました。 

 「議案第８号 令和３年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）について」審査いた

しました。 

 初めに、総務課に関する事項について説明を求めました。 

 総務課長から、今回の補正予算は、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ

９,１９２万３,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ５６億５,７５２万６,０００円と

する。 

 総務課所管では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業で２,７６１万円、被災住

宅修繕緊急支援事業で１,０００万円の繰越しを行う。地方債の追加補正として、普通
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交付税の追加交付があったことから、臨時財政対策債において９,０７３万円の減額補

正を行う。 

 歳入の主なものは、普通交付税が１億２,９０５万９,０００円の増額、寄附金が３０

０万円の増額を行う。 

 歳出では、消防団員２名の退職報奨金１５４万３,０００円の増額、財政調整基金積

立金１,６００万円の増額、社会福祉基金積立金３００万円の増額を行うと説明があり

ました。 

 質疑応答では、委員から、消防団員が不足しているが、対応はとの質疑に対し、多賀

町消防団は現在５名不足している。消防団長から加入者を各区長にお願いに回られたり

している。町も確保に努めているところですと答弁がありました。 

 また、委員から、社会福祉基金は積み立てていくばかりでなく、何かアクションを取

らないといけないのではとの質疑に対し、毎年２,５００万円ほど取り崩し、子育て対

策、少子化対策に使っていると答弁がありました。 

 また、委員から、社会福祉基金の使い方を、中学生までではなく高校生まで延ばして

はとの質疑に対し、町長は、一貫して義務教育まではしっかりとした教育をしていくと

いう方針を持っておられます。その方針で今後もやっていくと答弁がありました。  

 次に、企画課に関する事項について説明を求めました。 

 企画課長から、都市公園整備事業で用地の購入等に要する費用３,８９１万１,０００

円の繰越しを行うと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、都市公園整備の設計会社はどこで、契約日と金額はとの質

疑に対し、本社は福井県で、滋賀県に営業所がある京福コンサルタント株式会社で、１

月３１日付の契約締結で、金額は１,４９５万５,６００円ですと答弁がありました。 

 次に、税務住民課に関する事項について説明を求めました。 

 税務住民課長から、歳入では、固定資産税で３,９４７万円の増額、新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を同額減額し、財源振替を行う。社会保障・

税番号制度導入システム整備事業補助金で３５２万円の増額を行う。 

 歳出では、マイナンバーカードを利用して、ワンストップサービスのうち転入、転出

の届出をオンライン予約できるようにするため、住民基本台帳ネットワークシステム改

修委託料として３５２万円増額すると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料３５２万円

の財源はとの質疑に対し、委託料は６町クラウドで分担し運用しており、国の補助は１

０分の１０ですと答弁がありました。 

 また、委員から、固定資産税のうち家屋で１,７００万円増えたと説明を受けたが、

それは工場かとの質疑に対し、当初は事業用家屋で２,５９３万８,０００円の減額見込

みでありましたが、実績は８００万６,０００円となり、結果的に２分の１減額が１８

社、全額減額が２６社になった。当初予定していたより減額が少なかったので増やした
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と答弁がありました。 

 次に、福祉保健課に関する事項について説明を求めました。 

 福祉保健課長から、新型コロナウイルスワクチン接種事業で３,７０４万５,０００円

の繰越しを行う。 

 歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費国庫負担金で５９４万３,０

００円の増額、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金で１,１０

１万８,０００円の増額を行う。 

 歳出では、３回目のワクチン接種と５歳から１１歳のワクチン接種費用として、コロ

ナワクチン接種対策費１,６９６万１,０００円の増額を行うと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、若い方の３回目ワクチン接種で土日はないのかとの質疑に

対し、接種日は執務いただける医師の都合を最優先にしている。医師２、３名と看護師

とで可能な日を組み合わせて行っている。４月以降で３回土曜日を設けていると答弁が

ありました。 

 次に、産業環境課に関する事項について説明を求めました。 

 産業環境課長から、ため池改修事業で２,０７３万６,０００円の繰越しを行う。地方

債補正では、犬上川ダム県営事業負担金として６０万円の増額と、芹川ダム県営事業負

担金として９０万円の増額補正を行う。 

 歳入の主なものは、コロナ禍の影響による観光名所ライトアップ事業等の中止により、

地方創生推進交付金２００万円の減額。木曽池の改修に係る団体営農地防災事業補助金

３５３万６,０００円の増額などを行う。 

 歳出の主なものは、木曽池の改修に係る測量設計委託３５３万６,０００円の増額。

芹川ダムと犬上川ダムに係る県営事業負担金として１６２万円の増額。ふるさと楽市の

中止により２００万円の減額。がんばる商店３件分の応援補助金１５０万円の減額。ラ

イトアップ事業の中止により４００万円の減額を行うと説明がありました。  

 質疑応答では、委員から、がんばる商店応援補助金１５０万円減額のうち、２件分の

理由はとの質疑に対し、滋賀県の観光施設等魅力向上・感染防止支援事業補助金があり、

そちらを活用されたと答弁がありました。 

 また、委員から、芹川ダムの承水路工事はこれからもやっていかなければならないの

かとの質疑に対し、令和４年度以降も、農地転用等で受益地の面積が減少したことによ

る変更事業計画策定業務を令和３年度から引き続いて行っていく。ダム本体は終わりま

した。承水路の分は一部、後始末の整理等があると答弁がありました。 

 次に、地域整備課に関する事項について、説明を求めました。 

 地域整備課長から、スマートインターチェンジ整備事業で１億６,７３７万円、道路

維持管理事業で３２０万円の繰越しを行う。地方債補正では、スマートインターチェン

ジ整備事業で１,５００万円の増額補正を行う。 

 歳入では、スマートインターチェンジアクセス整備交付金が１,５００万円の増額、
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スマートインターチェンジ事業ネクスコ中日本負担金が５００万円の減額を行う。  

 歳出の主なものは、除雪に伴う町所有の除雪ドーザの修繕に１４６万１,０００円、

業者による除雪委託料に１,７７５万５,０００円、道路等の補修に３２０万円の増額。

スマートインターチェンジ関連では、下り線側の道路改良工事に３,３００万円と上り

線側の整備事業負担金２,３００万円の増額を行うと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、今年度の除雪費は概算でどれくらいか。富之尾と多賀の除

雪の出動回数はとの質疑に対し、概算で７,５００万円くらいです。除雪出動回数は多

賀１７日、富之尾１８日ですと答弁がありました。 

 次に、教育委員会に関する事項について説明を求めました。 

 教育総務課長から、久徳の認定こども園整備事業で５,２５４万１,０００円の繰越し

を行う。生涯学習課長からは、大岡高塚古墳周辺整備基本構想策定事業で１５０万円、

スマートインターチェンジ関連の埋蔵文化財発掘調査受託事業で１５２万６,０００円

の繰越しを行う。歳出では、中央公民館の光熱水費に３４万円、滝の宮グランドゴルフ

場の指定管理料に２７万４,０００円の増額補正を行うと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、滝の宮グランドゴルフ場の指定管理料の増額について説明

をとの質疑に対し、指定管理を報徳に出し、芝生の管理をしていただいていましたが、

決めた回数の管理が十分できていなかったことについて、報徳が非を認められ、芝生の

張り替え等で復旧していただいた。それだけでは十分ではないと判断し、多賀の都市公

園の芝生管理を行っている管理業者に基準となる業務内容について相談したところ、手

入れの回数をもう少し増やした方が良いという提案を受けましたので、回数を増やすた

めに増額の提案させていただいたと答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、全員賛成で、議案第８号は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件１件の審査結果報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） 暫時休憩をします。 

 議場の時計で午後４時１０分までとします。 

（午後 ４時００分 休憩） 

                                        

（午後 ４時１０分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、予算特別委員長に、「議案第１１号 令和４年度多賀町一般会計予算につい

て」の報告を求めます。 

 ５番、松居亘予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 松居亘君 登壇〕 

○予算特別委員長（松居亘君） 本会議において予算特別委員会に付託されました議案に

ついての審査結果を、会議規則の規定により、次のとおり報告いたします。 
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 付託案件は、「議案第１１号 令和４年度多賀町一般会計予算について」でございま

す。 

 ３月１４日と３月１６日の午前９時より、役場３階第１委員会室において、委員全員

と議長、執行者側から町長、副町長、教育長、会計管理者、担当課長の出席を求め、委

員会を開催しました。 

 初めに、総務課に関することについて説明を求めました。 

 まず、予算の概要について説明がありました。総務課長から、令和４年度予算は、第

６次多賀町総合計画に基づく実施計画や事業計画を推進し、子どもからお年寄りまでが

希望を持って、生き生きと心豊かに暮らせるための予算編成を行った。安心安全なまち

づくりに必要な予算を最優先に確保しつつ、将来に向けての投資的経費である大型事業

を着実に実施するための予算規模となった。令和４年度予算は総額５７億５,０００万

円で、前年比１９.７％、９億４,６００万円の増額となった。 

 歳入予算について、歳入の３割を占める町税のうち、個人住民税は３億２,３６０万

円を見込めたが、法人住民税はコロナ禍による影響から脱却できる見通しが立てられる

状況になく、前年度から２１.５％減の２億１,９００万円となった。町税の６割を占め

る固定資産税では、土地が地価下落により２００万円減の２億１,９００万円、家屋は

２,２００万円増の４億２,２００万円、償却資産は１,０００万円増の３億６,０００万

円となり、町税総額１６億２,８３６万円となった。歳入の２４.３％を占める地方交付

税では、特別交付税が前年度並みの２億円、普通交付税は町民税の減収により交付税措

置の増が見込まれることなどから３億９,５００万円増の１１億９,５００万円となった。

歳入の１２.９％を占める国・県支出金は、スマートインターチェンジや都市公園整備

に係る社会資本整備総合交付金やコロナ対策としての地方創生臨時交付金などの国庫支

出金が４億８４万円、林道下山線トンネル補修工事や萱原地区急傾斜地崩壊対策事業な

どの県支出金が３億３,８６４万円となった。また、繰入金は大幅増の６億１,４７１万

円。起債では、最も大きな借入れが認定子ども園の財源となる３億４,５３０万円で、

臨時財政対策債は１億５００万円となった。令和４年度末の起債残高は５３億５３４万

円となり、大規模事業を実施しつつも残高の増加を最小限に抑える予算編成とした。  

 歳出予算について、人件費が１０億９,６９４万円。物件費は８億５,８７０万円で、

参議院議員、知事選挙に要する需用費が皆増となった。扶助費が５億７,１５０万円と

なり、児童手当の支給対象の子ども数が減少した。補助費は６億９,３６９万円となり、

近江鉄道活性化再生協議会や湖東広域衛生管理組合への負担金が増額となった。普通建

設事業費は令和３年度より８億３,９９４万円の大幅増となる１３億３,３２７万円とな

ったと説明がありました。 

 続いて、総務課に関する事項について説明がありました。 

 総務課長から、歳出予算の主なものは、ふるさと納税業務委託に１,６７３万円。福

祉バス運行委託に４７３万円。公会計の作成支援業務委託に３７４万円。庁舎エレベー
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ターの修理などに８５５万円。防犯灯設置委託に２２３万円。各字への事務手数料とし

て交付金１,０００万円。川相出張所の運営費３９６万円。参議院議員選挙に５８６万

円。知事選挙に５８５万円。彦根市への消防事務委託料が１億４,７７９万円。４か字

のコミュニティ助成事業に５００万円。被災住宅修繕緊急支援事業に２,０００万円。

地方債の返済は５億５１６万円を計上していると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、行政組合の出向はどのようになっているか。川相出張所の

体制はとの質疑に対し、出向は１市４町の５市町でする。出向は２年間だから、１０年

に１回くらい回ってくる。川相は２人体制で変わらないと答弁がありました。  

 また、委員から、ふるさと納税の入った額に占める経費の割合はとの質疑に対し、令

和４年度から福井県の大津屋に委託する。３,０００万円の寄付があると想定したとき、

委託料は８％で、返礼品が寄付額に対する３０％、あと送料が要る。大津屋には委託料

１,４６４万円を想定している。あと、トラストバンクへの委託料２０９万円で、合わ

せて１,６７３万円の予算を計上していると答弁がありました。 

 また、委員から、福祉バス運行委託で運転手の帰責事由による負担は誰がするのかと

の質疑に対し、軽微な修繕は委託先の負担で、運転手の過失等によるものは保険適用で

いくと答弁がありました。 

 また、委員から、防災無線やＦＭラジオ等による災害発生時の町民への伝達方法のシ

ステムの検討はとの質疑に対し、お金を出して委託するまで熟度が上がっていないこと

と、現在、何億もかけて防災無線を整備できる余裕はないと答弁がありました。  

 また、委員から、ふるさと納税が来年度大きく上がっている。どんな技を使って３,

０００万円となったのかとの質疑に対し、公開するホームページが今までの１か所でし

た。そこに加えて楽天のサイトを入れます。窓口が２つになり、なおかつ委託業者を変

えることにより、掘り起こしを行うと答弁がありました。 

 また、委員から、雪害に対する交付税の見通しはとの質疑に対し、この前、特別交付

税が前倒しで３,０００万円入ってきた。国の方でも、今年は災害級という認識を持っ

ておられる。甲良町、豊郷町等は前倒しの特別交付税はなく、多賀町と北の方だけです

と答弁がありました。 

 また、委員から、男女共同参画計画策定はどうなっているかとの質疑に対し、策定委

員会は１０名程度で、３回程度の会議を行う。委員の選定は一番重要ですので、幅広く

男女の比、年齢構成などを配慮して選ぶべきと考えていると答弁がありました。  

 次に、会計室に関する事項について説明を求めました。 

 会計管理者から、歳出予算の主なものは、事務補助員の報酬に１１４万円。金融機関

での振込、振替に対する手数料に５２万円、指定金融機関業務委託料に５５万円を計上

していると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、来年度から銀行へ行くことになったが、燃料費は５,００

０円では足りないのではないかとの質疑に対し、会計室には公用車がない。他課の空い
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ている車を使用して行きますと答弁がありました。 

 次に、議会事務局に関する事項について説明を求めました。 

 議会事務局長から、歳出予算の主なものは、議員１２人分の報酬に２,８４５万円、

１０人への議員年金給付費負担金に８８１万円。日置市と三朝町の表敬訪問や研修など

に１８１万円、議会広報誌の印刷製本に１７９万円、議事録の調整委託料に８１万円、

県郡議長会負担金に１５７万円を計上していると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、議会だよりはどれくらい発注するのかとの質疑に対し、広

報誌は年４回発行させていただく。１回目と２回目が２,８００部、３回目と４回目が

２,９００部となっていると答弁がありました。 

 また、委員から、議会広報は一般競争入札ではないのかとの質疑に対し、議会広報は

ずっと議会が障害者雇用という観点からアイコラボレーションとの随契にしていく方針

を立てられているので、一方的に一般競争入札にすることは難しいと答弁がありました。  

 次に、地域整備課に関する事項について説明を求めました。 

 地域整備課長から、歳出の予算の主なものは、道路橋梁費では、道路台帳整備委託料

１００万円、公用車の購入に１００万円、県営事業負担金７９６万円。除雪委託料６８

０万円。道路補修工事費に４００万円、道路等の測量設計委託料に１,２００万円。ス

マートインターチェンジ建設に必要となる土砂の確保のための土地借上料１８０万円、

道路改良工事６,０２０万円は、スマートインターチェンジアクセス道路整備工事、町

道岡山団地神田線の通学路安全対策、各字の要望による道路改良事業を実施。交通安全

施設補修工事に５５０万円。中日本高速道路株式会社に支払う工事負担金として３,３

２０万円を計上している。 

 河川費では、萱原地区の急傾斜地崩壊対策工事に４,９５０万円、県営事業の急傾斜

地対策工事への負担金６２８万円。河川愛護団体補助金は２７集落での取組に１４１万

円。多賀地区の川ざらえ活動補助金に１５０万円を計上している。 

 都市計画費では、梨ノ木・多賀の２地区での地籍調査を行うため、委託料に１,２１

０万円。 

 他会計への繰出金では、上水道事業会計へ７,５２３万円、下水道事業特別会計へ１

億１,４９４万円、農業集落排水事業特別会計へ５,０３４万円を計上していると説明が

ありました。 

 質疑応答では、委員から、絵馬通りの補修工事は毎年する必要があるのかとの質疑に

対し、ボラード以外に消雪工のノズル、インターロッキングなど、何か所も補修をして

いく必要が出てきていますので、継続して補修していきたいと答弁がありました。  

 また、委員から、１００万円の公用車購入とあるが、どんな車を購入する予定かとの

質疑に対し、今は新車を買うと半年以上待たないといけない。今の公用車も１５年たっ

て危ないので、即４月から対応していかないといけない。その場合には中古車しかない

という判断をしたと答弁がありました。 
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 また、委員から、２集落の集落除雪に対するリース料はいくらか。また、リース期間

はとの質疑に対し、富之尾区と多賀区の２集落に１台ずつ小型ペイローダーを無償で貸

しているが、町からリース業者へ支払うリース料は、１シーズン２台分で１３２万円に

なる。期間は１２月１５日から３月１５日までの３か月の契約で貸していると答弁があ

りました。 

 また、委員から、集落除雪を増やしていく考えはとの質疑に対し、今年度のような状

況ですと、集落でしていただけるのが一番理想だと思っている。来年度は各集落へお願

いに回る予定をしていると答弁がありました。 

 次に、産業環境課に関する事項について説明を求めました。 

 産業環境課長から、歳出予算の主なものは、衛生費では、紫雲苑管理運営費として４

３６万円、ごみ収集業務委託に４,１９５万円、彦根愛知犬上広域行政組合への負担金

３,２３９万円、可燃ごみについて、湖東広域衛生管理組合への負担金５,３１３万円、

し尿処理について、湖東広域衛生管理組合への負担金５,０２８万円を計上した。 

 農業費では、環境保全型農業直接支払交付金９５４万円、農業機械購入８件分の補助

金として１,６００万円、農村まるごと保全向上対策事業補助金１,１２５万円。尼子池

の耐震対策計画策定測量設計委託に２,３００万円、農業振興地域整備計画策定調査委

託に３００万円、鳥獣害防止対策では、ニホンザル個体数調整業務委託に４３７万円を

計上した。 

 林業費では、佐目、南後谷、杉地区で行う放置林防止対策境界明確化事業補助金とし

て３５６万円、大滝山林組合が行う森林整備事業に７９０万円、５６０頭の有害鳥獣駆

除業務委託に１,１２２万円、林道下山線のトンネル補修工事に１,１００万円、多賀、

四手、川相、大杉の４地区で行う支障木の伐採や緩衝帯整備などに８８３万円。地域再

生費として、町産材の付加価値を高めるため、本町の強みを生かした森林資源全体のプ

ロモートと製品開発、林業への人材育成、販売戦略などを図るために２,２５０万円を

計上。 

 商工費では、商工会の運営補助に７７０万円、３０件分の住宅リフォーム促進事業補

助金に６００万円、１件分のがんばる商店応援補助金２００万円、観光名所ライトアッ

プ事業に３２０万円、観光協会への補助６４０万円を計上したと説明がありました。  

 質疑応答では、委員から、農業振興地域整備計画の見直しというのはどういうことか

との質疑に対し、青地、白地のすみ分けを５年に１回見直す。今年度と来年度にその作

業を行っていると答弁がありました。 

 また、委員から、鳥獣害防止対策費で、集落自営組織への支援とはとの質疑に対し、

獣害柵や電気柵を設置された１７団体に、メーター当たり定額６０円を乗じた額と３分

の２補助で限度額１５万円を上限に補助している。獣害柵の管理だけでなく、視察研修

にも補助をしていると答弁がありました。 

 また、委員から、令和２年度の獣害駆除の実績はとの質疑に対し、４５０頭くらいで、
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４００頭くらいがシカで、あとはサルですと答弁がありました。 

 また、委員から、サルの獣害対策はとの質疑に対し、多賀町では１２群のサルの群れ

がおり、今一番大きい群れが八重練周辺に住んでいる。その他川相、富之尾にいる群れ

も５０頭前後いる。かなり悪さをしている。そういったサルは有害鳥獣駆除の方で群れ

の１割までは取れることになっていて、集落の方のご理解を頂いて檻でつかんでいると

答弁がありました。 

 また、委員から、資源回収活動推進奨励金の内容はとの質疑に対し、新聞、雑誌、古

着、ダンボールにキロ当たり６円に足らない分を支出していると答弁がありました。  

 また、委員から、ライトアップ事業は今後どのように考えているのかとの質疑に対し、

コロナの影響で２年連続中止となった。実行委員会では、今年は胡宮神社、多賀大社、

大滝神社もやっていこうという話になっている。今後、観光協会とも協議しながら進め

て行きますと答弁がありました。 

 また、委員から、森林譲与税はどういう事業に使うのかとの質疑に対し、放置林対策

の補助金とか大滝山林組合が行う森林整備に対する補助が主なもので、あと林道の維持

補修の補助金にも充当していると答弁がありました。 

 また、委員から、ニホンザル個体数調整業務委託はどこに委託するのか。実績はある

のかとの質疑に対し、野生動物保護管理事務所に委託する。西日本エリアはこの事務所

がされていて、かなりの実績があると答弁がありました。 

 次に、企画課に関する事項について説明を求めました。 

 企画課長から、歳出の主なものは、広報たが３,０００部の印刷費に４８０万円、有

線放送運営補助金に２５０万円。スマートインターチェンジ下り線の開通式費用に１０

０万円。地域おこし協力隊報償費に４６３万円、大滝地域活性化支援委託料に１８７万

円、移住就業支援補助に１００万円、地域おこし協力隊活動費補助に３００万円。多賀

区へのコミュニティ助成事業に１１０万円、土田区、仏ケ後区、大杉区の個性輝くまち

づくり活動支援事業に３２９万円、空き家除却５軒分の補助に２５０万円、若者定住支

援事業に８９４万円、桃原区の給水施設等の修繕に２１８万円、３９集落でのまちづく

り活動支援交付金１,３３５万円。電算構築委託に６６４万円、６町行政情報システム

共同利用４,７８０万円、パソコン４２台とプリンター５台等の購入費５８７万円、中

間サーバープラットフォーム利用負担金に２１０万円。愛のりタクシーに係る湖東圏域

公共交通活性化協議会負担金３,２１３万円、近江鉄道の活性化再生のために９０７万

円、コミュニテイバスに係る運行対策補助金２,５１８万円。四手公園、多賀公園の指

定管理委託に２２０万円、久徳周辺地区の事業効果測定委託に４００万円、施設整備工

事に１億１,７４７万円、用地４,１７７㎡の購入に１,２５３万円と説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、地域おこし協力隊活動費補助金の内容はとの質疑に対し、

家賃の補助、活動に係る経費、消耗品、研修の受講料などに充てていただくと答弁があ

りました。 
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 また、委員から、地域おこし協力隊はどんな方が来られ、どのような活動をされるの

かとの質疑に対し、３月に募集し、県立大学大学院卒業の予定の方で１人の内定通知を

出した。活動内容は、富之尾の旧営林署での弁当作りや配送サービス、大滝神社の旧宮

司宅に住んでいただき、そこを拠点にした子どもの居場所づくり、地域との交流、地域

の物産資源を紹介、販売するような場所として活用していただくことになると答弁があ

りました。 

 また、委員から、庁舎内にパソコンは何台あり、いつ更新が終わるのかとの質疑に対

し、現時点のパソコンの保有台数は２６０台です。７年のサイクルで更新しており、更

新が終わることはないと答弁がありました。 

 また、委員から、地域おこし協力隊が借りる旧宮司宅の家賃はいくらかとの質疑に対

し、月額２万５,０００円です。条件として、シェアハウスとして学生が何人住んでも

良いことを認めていただいている。契約は４月に入ってからになると答弁がありました。 

 また、委員から、大滝神社の旧宮司宅の改造はされているのかとの質疑に対し、令和

３年度補正予算でエアコン設置、手洗い場、水回りを改修した。玄関には防犯カメラを

設置していると答弁がありました。 

 また、委員から、地域おこし協力隊への町からの配布物はどうするのかとの質疑に対

し、区長様とお話を進めており、富之尾に字入りされる予定です。特別協議費にされる

と聞いていますと答弁がありました。 

 また、委員から、都市公園整備のスケジュールはとの質疑に対し、現在作付けされて

いる麦の収穫を終えられたタイミングをもって、土地の売買契約をする。同じ時期に、

実施設計業務も完了できる。７月を目途に工事の入札公告の予定です。令和４年度末か

ら令和５年度上半期の間には工事を終わらせ、供用開始を行いたいと答弁がありました。  

 また、委員から、近江鉄道線活性化再生協議会負担金は令和４年から始まるというこ

とだが、年によっては変動があるのか。また、県は外れるのかとの質疑に対し、令和４

年度、５年度は、法定協議会にて近江鉄道からの試算に基づき議論され６億６,８００

万円となった。令和６年度から第三種事業者に移管した時は１０億円くらいになると想

定されている。県は、施設等の維持管理には関与するということで２分の１の負担を持

っていただいた。第三種事業者の運営については、県は関与しないと答弁がありました。  

 次に、税務住民課に関する事項について説明を求めました。 

 税務住民課長補佐から、町税収入について説明がありました。個人住民税は３２０万

円の増で３億２,３６０万円。法人住民税は５,９９６万円の減で２億１,９０６万円。

固定資産税は３,０００万円の増で１０億１００万円。軽自動車税は６２万円の増で２,

９８８万円。たばこ税は３００万円増の５,０００万円。鉱産税は前年度同額の１００

万円を見込んでいる。町税の合計は１６億２,８３６万円で、歳入全体の２８.３％を占

め、前年度に比べ２,１９４万円の減としている。住民税はコロナ禍の影響や経済情勢、

立地企業の業績等を勘案したもの、固定資産税は土地の新規造成、新築家屋の増加等に
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より増額、償却資産は、減価償却や除却はあったものの、軽減措置が行われないため増

となったと説明がありました。 

 歳出の主なものは、地方税共通納税システム改修に１,０６０万円、評価替えの準備

に鑑定委託料として５００万円。戸籍電算システム改修委託に７８５万円、個人番号カ

ード交付事業負担金１８８万円。国民健康保険特別会計への事務費繰出金１,８１１万

円、保険基盤安定繰出金３,８６０万円、その他繰出金１,４７３万円など、国保特別会

計への繰出金は合計７,１４４万円となる。福祉医療扶助料として６,２００万円。後期

高齢者の健診委託料１２５人分で１０７万円、広域連合負担金１億３４７万円、後期高

齢者医療特別会計繰出金３,２７２万円を計上したと説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、戸籍住民基本台帳費が前年度より９００万円ほど増額だが、

その理由はとの質疑に対し、マイナンバーカード取得者が全国どこでも戸籍が取れるよ

うするため、システム改修を行う。令和５年度から利用ができることになる。そのため

増額となったと答弁がありました。 

 また、委員から、個人町民税は３２０万円のプラス、法人町民税は約６,０００万円

のマイナスとなったことの説明をとの質疑に対し、個人住民税は滋賀県の財政収支見通

しによると１.０５％の増が示されていて、それに加え、３年度の決算見込みは１,５０

０万円の増となることにより、今年度の予算額より増となった。法人住民税は、半導体

関係やキリンビール等の減収が予想でき、そちらの方がコロナ禍の影響を受けたことも

あり、減収となったと答弁がありました。 

 また、委員から、社会福祉基金繰入金から７３０万円が国保特別会計へ行くが、これ

は毎年繰入れされているのかとの質疑に対し、国保会計の基金がなくなったときにお金

を借りた分で、平成３０年から５年間で返済している。４年度が最終年となると答弁が

ありました。 

 また、委員から、マイナンバーカードを作られた方はとの質疑に対し、約２,７００

人ですと答弁がありました。 

 次に、福祉保健課に関する事項について説明を求めました。 

 福祉保健課長から、歳出の主なものは、第３期地域福祉計画の策定基礎調査に１５０

万円、社会福祉協議会の補助金２,５７３万円。介護保険特別会計への繰出金１億１４

７万円。７人の１００歳の方等のお祝いに１０３万円、配食サービス委託料１７１万円、

もんぜん亭指定管理料に３２５万円、シルバー人材センター補助金１,０００万円。介

護給付費１億２,０００万円、相談支援事業負担金５３１万円。愛犬地域療育事業負担

金に１,３７０万円、障害児通所給付費１,６００万円、満２歳までの紙おむつ、粉ミル

クの育児支援助成に２１１万円、９４８人の児童手当に１億２,７８０万円を計上して

いる。豊郷病院小児科医師確保対策事業負担金に１８８万円。２１３人の子宮頸がん予

防ワクチン接種に１,０４０万円、乳幼児の視力検査機器の導入に１０２万円。総合福

祉保健センター費では、清掃・メンテナンス業務及び総合設備管理委託に６１７万円、
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外壁タイルの補修、バルコニーの補修、空調設備改修工事等に２,２５３万円を計上し

ていると説明がありました。 

 質疑応答では、委員から、中度・軽度知的障害者社会生活支援補助金の内容はとの質

疑に対し、療育手帳Ｂをお持ちの方で、軽自動車税または普通自動車税を負担していた

だいた方は上限１万２,０００円を補助しますと答弁がありました。 

 また、委員から、介護の方のおむつは町内で購入しないといけないとなっているが、

それは今後も継続するのかとの質疑に対し、多賀町独自の事業で、６５歳以上の方の保

険料で実施する事業です。事業の創設時に町内事業所の支援も目的で、町内の商店で購

入していただくことになっている。今のところは、そのまま継続することを考えている

と答弁がありました。 

 また、委員から、老人クラブの集落数は現在いくつかとの質疑に対し、２６ですと答

弁がありました。 

 また、委員から、子宮頸がんワクチンを受けられていない方に対し、受けてください

という勧奨を直接対象者にされるのかとの質疑に対し、対象者は、正規の方に加えて本

来接種すべき期間に接種できなかった人も含まれている。接種期間中にできなかった方

は、接種ができるようなご案内をする。先日、国の方から説明会があり、それに基づい

て町の方でも実施していくと答弁がありました。 

 また、委員から、子宮頸がんワクチン接種を逃した人は何人か。接種を逃した人に対

し直接連絡をするのかとの質疑に対し、接種を逃した年代は平成９年度から平成１７年

度に生まれた女子１８６人になっている。接種期間が令和４年度から６年度まで３年間

あり、初年度は接種できなかった方の５０％の接種率を見込んでいる。ご案内は、その

対象者に問診票やワクチンの説明書等を送り、ご理解の上、接種していただくことにな

ると答弁がありました。 

 次に、教育委員会に関する事項について説明を求めました。 

 教育総務課長から、歳出の主なものは、保育所費では、給食の賄材料費１,８１４万

円、シルバー人材センターへの給食業務委託に１４７万円、施設型給付費９,６７８万

円。認定こども園建設費では、久徳に建設する認定こども園に関する費用で、設計監理、

施設整備工事、道路改良工事、木質化材料、備品購入等に８億８,０９９万円。子育て

支援対策費では、臨床心理士報償費２２４万円、放課後児童クラブへの指導員８人の派

遣委託に２,０２４万円、学童の施設整備工事に３００万円。教育振興費では、ＩＣＴ

支援員に１２８万円、小学校と中学校に２名のＡＬＴ派遣業務に９５０万円。小学校費

では、７名の学習支援員報酬に７９２万円、学校現場の負担軽減に２名のスクールサポ

ートスタッフ報酬に２５７万円、給食の賄材料費に２,２５６万円、多賀小学校児童数

の増減に伴う基本構想委託に１５０万円、コンピュータ借り上げ料５７５万円、多賀小

学校と大滝小学校の施設維持補修工事に６８０万円、タブレットのアダプター購入に１

３５万円、要保護・準要保護児童への援助費に３０３万円。中学校費では、３名の学習
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支援員報酬に３５４万円、給食調理運搬委託に３,９８０万円、通学バス運行委託に１,

３３３万円、コンピュータ借り上げ料７９９万円、要保護・準要保護児童への援助費に

４１２万円。幼稚園費では、多賀幼稚園の施設型給付費に１,９６５万円と説明があり

ました。 

 質疑応答では、委員から、タブレットは６年生が卒業したら１年生に渡すのかとの質

疑に対し、６年生の分は１年生に使いますし、今の１年生は２年生にそのまま持ち上が

っていく。入っている情報はこちらでクリーニングする。費用はかからないと答弁があ

りました。 

 また、委員から、令和４年度に学校支援員は増員されているのかとの質疑に対し、ス

クールサポートスタッフが配置されたことにより、教員の方は自分の本来の仕事、子ど

もたちの指導に当たることができ、非常に学校の方でも助かっている。来年度も本年度

と同じ人数ですと答弁がありました。 

 また、委員から、デジタル教科書は使っているのかとの質疑に対し、デジタル教科書

は、教師の指導用のデジタル教科書が導入されている。次年度は、英語につき児童生徒

の学習者用のデジタル教科書が導入される。中学の社会科にデジタル教科書を導入する

ことになっていると答弁がありました。 

 また、生涯学習課長から、社会教育総務費では、町民講座の講師報酬に１４４万円、

多賀大社の調査員報酬に１３９万円、多賀大社等の調査報告書の作成に３４６万円、犬

上少年センター負担金は、公用車を購入するため３町のそれぞれの負担分５０万円を増

額し、合計１９４万円。文化財保護費では、多賀大社玉垣と胡宮神社社務所庭園の改修

補助金１,００９万円。海洋センター費では、社会体育施設指定管理料３,５４３万円。

火災報知機など消防設備の改修に１１８万円。スポーツ公園費では、滝の宮スポーツ公

園のプールサイドの改修に４００万円。あけぼのパーク多賀管理費では、高圧電気設備

と雨漏れや結露による漏水対策工事に１,６００万円。博物館費では、国の天然記念物

に指定されたアケボノゾウのＰＲ資料作成委託に６０４万円を計上したと説明がありま

した。 

 質疑応答では、委員から、多賀町青少年育成町民会議は補助金４０万円だけで賄える

のかとの質疑に対し、２年度に事業ができていなかった分の繰越分があり、３年度も大

きな町民のつどいが中止となり、それの分の経費が今年度残ることになり、併せて来年

度への繰越しとなることから、４０万円の補助金と合わすと、普通の１年間の運営はト

ータルで事業が計画できると答弁がありました。 

 また、委員から、中央公民館の芝生管理についてどのように考えているのかとの質疑

に対し、結構、芝生で子どもたちが遊んでいる。今後、都市公園ができると芝を一体的

な利用という形になる。今、公民館の芝を枯らせてしまうと、その一体感がまた１から

スタートしなければいけないことになる。ここはしっかりと公費を入れて公民館の芝管

理をしていくと答弁がありました。 
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 また、委員から、スポーツ公園費の施設改修工事４００万円の内訳はとの質疑に対し、

滝の宮スポーツ公園のプールサイドの改修費用になりますと答弁がありました。  

 審査が全て終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第１１号 令和４年度多賀町一

般会計予算について」は、賛成全員で、可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で予算特別委員会の審査結果の報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） 本日の会議時間は、議案審議が終わらないため、会議規則第９条第

２項の規定により延長することにいたします。 

 以上、総務常任委員長報告および産業建設常任委員長報告ならびに予算特別委員長報

告を終わります。 

 これより、総務常任委員長、産業建設常任委員長、予算特別委員長に対する質疑を行

います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで質疑を終わります。 

 日程第５ 「議案第８号 令和３年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第８号は、予算特別委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第８号は予算特別委員長の報告

のとおり可決されました。 

 日程第６ 「議案第９号 令和３年度多賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第９号は、産業建設常任委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第９号は産業建設常任委員長の

報告のとおり可決されました。 

 日程第７ 「議案第１０号 令和３年度多賀町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第１０号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第１０号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第８ 「議案第１１号 令和４年度多賀町一般会計予算について」の討論を行い

ます。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第１１号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第１１号は予算特別委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第９ 「議案第１２号 令和４年度多賀町国民健康保険特別会計予算について」

の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第１２号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第１２号は総務常任委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第１０ 「議案第１３号 令和４年度多賀町介護保険事業特別会計予算につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第１３号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第１３号は総務常任委員長の報
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告のとおり可決されました。 

 日程第１１ 「議案第１４号 令和４年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて」の討論を行います。 

 １０番、山口議員。 

〔１０番議員 山口久男君 登壇〕 

○１０番（山口久男君） ただいま議題となっております「議案第１４号 令和４年度多

賀町後期高齢者医療事業特別会計予算について」、反対討論を行います。 

 主に７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度は、２００８年に導入をされました。

国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に囲い込んで、負担増と差別を押しつけ

る制度です。所得の少ない高齢者への保険料軽減の特例措置も２０１９年１０月から廃

止されました。 

 さらに、今年１０月１日から、７５歳以上が支払う原則１割の医療費窓口負担が２割

になり、一定所得の高齢者は窓口負担が２倍になります。年金の引下げに加え、コロナ

禍と高齢者の貧困化で、今でも深刻な受診抑制を一層加速するものです。窓口２割化は、

単身で年収２００万円以上、どちらも７５歳以上の夫婦で年収３２０万円以上の世帯の

全国では計３７０万人です。多賀町では、後期高齢者医療被保険者１,３１０人の２

３％に当たる約３００人の高齢者が対象になります。年収２００万円の方の場合、税金

や社会保険料を差し引きますと、計算しますと年間１７５万円となり、月額１４万円程

度です。こうした方々が医療費の自己負担が２倍になる計算であります。 

 ７５歳以上の高齢者は、もともと病気にかかりやすく、治療にも時間がかかる世代で

す。現行の１割負担でも、平均で年間８万円の窓口負担をしています。負担を苦にした

受診抑制で、重症化や手後れに至る深刻な事態も後を絶ちません。こうした負担増計画

に、食費を削ったり、受診を我慢したり、薬を減らしてもらうしかないなどの切実な声

を聞いております。通院を減らせば病気が悪化して、結果的には国の財政、医療財政を

圧迫してしまいます。 

 政府、国は現役世代との負担の公平性、現役世代の負担の軽減と口実を並べています。

しかし、現役世代もいずれは年を取る上に、既に親の医療費を肩代わりしている人もい

ます。医師や歯科医師でつくる全国保健医療団体連合会は、３月１７日、参議院会館で、

１０月１日予定の２割負担の中止を求める署名提出を求める集会を開きました。現役世

代をだしに、公費負担軽減を狙っていると批判をしています。政府は２００８年から２

０１８年度までに５,０００億円を削減してまいりました。これを元に戻せば、現役世

代の負担軽減の財源は出てきます。 

 これまで国は、社会保障のためにと消費税を引き上げてきました。一方で、大企業や

富裕層への減税を繰り返してきました。病気になりがちな上、収入の手段も限られてい

る高齢者だけを１つの医療制度に集め、負担増か給付減かを迫る制度の破綻はいよいよ

明らかであります。 
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 高齢者をお荷物扱いするような、こうした医療保険制度の廃止、公的年金削減と医療

費の負担増を強いる２割化の実施の中止を求め、後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての反対の討論といたします。 

○議長（竹内薫君） ほか、討論されます方はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第１４号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（竹内薫君） 起立多数であります。よって、議案第１４号は総務常任委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第１２ 「議案第１９号 令和４年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計予算について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第１９号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第１９号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１３ 「議案第２０号 令和４年度多賀町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第２０号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第２０号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１４ 「議案第２１号 令和４年度多賀町水道事業会計予算について」の討論

を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第２１号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第２１号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１５ 「議案第２２号 令和４年度多賀町下水道事業会計予算について」の討

論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第２２号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第２２号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１６ 「請願第１号 「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」について、

シルバー人材センターに及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営が可能

となる適切な措置を求める請願」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は採択です。請願第１号は、総務常任委員長の報

告のとおり採択することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（竹内薫君） 起立多数であります。よって、請願第１号は総務常任委員長の報告

のとおり採択することに決定しました。 

 暫時休憩をします。 

 議場の時計で５時２０分とします。 

（午後 ５時１０分 休憩） 

                                        

（午後 ５時１８分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りします。ただいま８番、大橋富造議員から、「発議第２号 「適格請求書等保

存方式（インボイス制度）」について、シルバー人材センター事業に及ぼす影響が極め

て大きいことから、安定的な事業運営が可能となる適切な措置を求める意見書案」が提
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出されました。これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号は日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 なお、日程第１７から日程第２０号を１号ずつ繰り下げ、発議第２号を日程第１７と

します。 

 事務局より日程表および議案の配布を行います。しばらくお待ちください。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１７ 「発議第２号 「適格請求書等保存方式（インボイス

制度）」について、シルバー人材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいことから、

安定的な事業運営が可能となる適切な措置を求める意見書案」を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 ８番、大橋富造議員。 

〔８番議員 大橋富造君 登壇〕 

○８番（大橋富造君） 「発議第２号 「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」に

ついて、シルバー人材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事

業運営が可能となる適切な措置を求める意見書案」について報告します。 

 シルバー人材センター（以下、「センター」という。）は、高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会

を提供することなどにより、高齢者の社会参画を促進し、高齢者の生きがいの充実、健

康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護用品の削減などに貢献してい

る。 

 令和５年１０月に、消費税において適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制

度）が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセン

ターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控

除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人

であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。 

 人生１００年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められている中、報酬

よりも社会参加、健康増進に重きを置いた生きがい就業をしているセンターの会員に対

して、形式的に個人事業主であることをもってインボイス制度をそのまま適用すること

は、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいをそぎ、ひいては

地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。また、センターにとっても、新たな

税負担はまさに運営上の死活問題である。 

 消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が１,０００

万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しか

ないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて安定的な
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事業運営が可能となる、廃止を含む適切な措置を講じられるよう強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 令和４年３月２５日。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、

厚生労働大臣、経済産業大臣宛て。滋賀県犬上郡多賀町議会。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 近藤議員。 

〔３番議員 近藤勇君 登壇〕 

○３番（近藤勇君） ただいまの発議第２号のインボイス制度への適切な措置を求める意

見書案ということで、今、大橋議員の方から提出の趣旨を報告されました。反対の意見

を述べさせていただきたいと思います。 

 先般も、シルバー人材センターの方から請願ということで出されたときに、今、冒頭

であります、シルバー人材センターは高齢者等の雇用の安定あるいは地域の日常生活に

密着した就業機会を提供するということで、こういう制度があるということ自体は十分

理解をしております。ただし、現在、多賀も約３５％という高齢化率になっています。

そういう中で、こういう制度があって、皆さんが生きがいを持って事業に参加されてい

る、そのことによりまして医療費の削減、あるいは介護費用の削減等々に寄与している

ということも十分理解をしております。 

 その中の、私、少し気になりますのが、令和５年の１０月からこのインボイス制度が

できますと、現在、センターが会員に支払う分配金に消費税を含んでいますということ

で、消費税は１,０００万円以下の事業所に対しては納める必要がない、預かりのまま

で、あるいは預かることをしなくてもいいという状態の中で進んでおるということも理

解をしておりますが、現在は、例えばシルバー人材センターで業務委託をしますと、例

として日当１万円ということであれば、委託した側は消費税を含めて１万１,０００円

の請求が来て、それをお支払いしているというのが現状であるというふうに認識をして

おります。そして、その中で、シルバー人材センターが自分とこの必要経費ということ

で控除をされているということも理解をしておりますけれども、例えば、シルバー人材

センターがそういう費用を控除せずに１万１,０００円を委託者からもらったら、その

部分を作業の従事者に払っておられるということは、１万円の日当に消費税が１,００

０円ついた１万１,０００円の手当を交付しておられる、寄付しておられるということ

であろうと思っております。 

 それで、この制度ができると、今度はその消費税をシルバー人材センターが払わんな

らん。これは大変なことを十分理解しております。そうやけれども、作業委託をしてお

られた方は、今現在も消費税を徴収しておられる。それであれば、シルバー人材センタ
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ーは委託料の１万円、預かりの消費税の１,０００円、別会計をして、１万円を作業従

事者に払う。そして消費税として預かった１,０００円は、シルバー人材センターが預

かっていて、預かり税ですから、それを国の方へ納付する、払うというのが一般的な制

度ではないかなというふうに思います。 

 ですから、ここに、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じ、センターにとって

は新たな税負担、まさに運営上の死活問題であるというふうに書かれておられますが、

消費税を預かっている以上、それを納付する団体は、その構成上が分からないですけど

も、個人で１つの団体をつくっている、あるいは、公的な公益社団法人のシルバー人材

センターというところの従業員的な部分の扱いをすれば、その公益社団法人が、皆さん

の委託先から預かった消費税はそこで控除をして自分の手間賃を払うんやというふうに

なれば、消費税を新たに払う必要はない。何もシルバー人材センターが新たな財源を見

いだす必要がないというふうに思いましたので、今ここに意見書案ということで出され

ておりますように、新たに預かり消費税分を納入する必要が生じたら、その税負担はシ

ルバー人材センターが負担せんならんから、運営上の死活問題が生じるという意見書に

なっておりますけれども、私はここの部分が１点理解できませんので、反対の意見を述

べさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（竹内薫君） ほかに討論されます方、ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「発議第２号 「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」について、シルバー人

材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営が可能となる

適切な措置を求める意見書案」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願い

ます。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（竹内薫君） 起立多数であります。よって、発議第２号は原案のとおり可決され

ました。原案の案の字句を削除して、意見書を国会および関係行政庁に提出いたします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１８ 「請願第２号 旧遠藤邸（多賀６３４番地）の跡地利

用に関する請願書」の討論を行います。 

 まず初めに、原案に反対者からの発言を許します。 

 ６番、菅森照雄議員。 

〔６番議員 菅森照雄君 登壇〕 

○６番（菅森照雄君） 反対討論を行います。 

 私は、先ほど、産業建設常任委員長として委員会での審査の結果を賛成多数で採択と
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報告したところでございますが、私は委員会での賛否に加わることはできません。その

中で、今回の請願については反対するものです。 

 旧遠藤邸の解体については、令和元年１２月第４回定例会での請願において議決され、

その後、跡地利用については、令和３年２月の議会だよりで、解体後は区が所有する駐

車場と宅地に分譲し、町道を拡幅するとして地域の皆さんにお知らせをしています。ま

た、このたびの請願は、既に相続財産管理人により国である大津家庭裁判所彦根支部に

対し、定量的要素、処分金額をもって判断すると報告され、国より審判が下っているも

のを、定量的要素ではなく定性的要素、社会的背景事情を考慮した土地の処分方法に変

えるためには正当な理由が必要であり、議会での議決が求められております。 

 この経過により、議会においては、国だけでなく地域の皆さんにもしっかりと説明が

できる慎重な議論が必要であり、連合審査において議論を重ねたところですが、私は国、

地域の皆さんに説明できるものが得られたとは思いません。 

 反対理由のまず１点目として、このたびの請願は令和３年１２月第４回定例会に提出

された請願趣旨とは異なるものの、絵馬通りの活性化に向けての熱意、方向性、具体性

を連合審査会で伺うことはできず、前回と同様に多賀区が主体と受け取りました。多賀

区は自治会です。活性化につながる取組は本来、絵馬通りの活性化を考える会が主体と

なって取り組み、力を発揮されるものではないでしょうか。 

 ２点目、絵馬通りの活性化を考える会の構成団体の杜ノ実は、地方創生加速化交付金

を活用してまちづくりを目指して設立された団体で、その期待を背負っておられるにも

かかわらず、参考人からは、そのような経緯はないとの発言がございました。絵馬通り

の活性化をするために旧遠藤邸跡地の利用を希望される中、絵馬通りの活性化を考える

会のまちづくり会社に積極性がなく、将来展望の実効性はあるのでしょうか。 

 ３点目は、このたびの請願は多賀区を含む６団体が請願者となっておりますが、各団

体に所属されている方の中には、ある一部の団体の中で、請願が提出されていることす

ら知られていない、また役員会でも諮られていないというのが現状であります。本当に

各団体で検討され、絵馬通りの活性化を考える会で真剣に取り組まれているのか、確信

を得ることができません。 

 ４点目は、請願書に今後の将来展望が示されているにもかかわらず、参考人からは、

ただ更地に、更地にとの発言で、示されている将来展望は本当に取り組まれるのでしょ

うか。疑問を感じます。 

 また、５点目は、今後の将来展望で後々トイレの整備が示されていますが、参考人か

らは、資金がないと発言されています。誰が整備し、誰が維持管理を行うのかというの

が１つ疑問に思います。 

 また、６点目は、旧遠藤邸の跡地は本町の中心市街地であり、競争原理の観点から、

１自治会、１団体に譲渡して良いものでしょうか。 

 最後に、連合審査会での参考人の発言には食い違いが数多くあり、絵馬通りの活性化
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を考える会の意思が統一されてないと私は受け止めました。まちづくりは多くの方の力、

時間が必要であるにもかかわらず、いまだに方向性がまとまっていないのに、実効性は

本当にあるんでしょうか。 

 私は絵馬通りの活性化、地域の活性化、まちづくりに反対するつもりはありません。

むしろ、必要と考えておりますが、反対理由のとおり、今後の実効性に確信が持てず、

また、競争原理を働かせず特定の団体に特化することは、公平、公正の観点から議会と

しての説明責任も問われます。また、国、地方の皆様に私は理解と納得をしていただけ

る説明ができません。 

 以上のことで、今回の請願には反対をいたします。 

○議長（竹内薫君） 次に、原案賛成者からの発言はありますでしょうか。 

 １番、神細工宗宏議員。 

〔１番議員 神細工宗宏君 登壇〕 

○１番（神細工宗宏君） 今回の旧遠藤邸の跡地利用に関する請願について、賛成討論を

行います。 

 理由としては、令和元年８月１３日に提出された請願では、建物を解体し、撤去して

更地に整備する。２番目に、敷地東側の通りを救急車、消防車が通行できる道幅を確保

するためセットバックするという２点の請願事項でした。跡地の利用案は、宅地相当分

２区画と５台程度の駐車場については行政が提案したものであり、その内容で行政は議

会に説明し、議会はそれを承認しました。その後、工事が実施され、更地になった後に、

絵馬通り活性化を考える会において立地条件などを検討され、構成団体である多賀区が

取得し、宅地ではなく、ふだんは絵馬通りの路上駐車対策としての駐車場とし、観光客

や住民にとって安全な道路環境にしたい。また、災害時の緊急避難所および防災活動の

拠点とする。あわせて、絵馬通りの積極的な活性化を図るために、イベントの開催場所、

滞留拠点として利用価値を高めたいという趣旨が１２月議会で提出されました。しかし、

１２月議会では、計画性等が明確でないとの理由で継続審査が否決され、本３月議会に、

新たな資料を加え再度請願が提出され、前回に問題となった将来への活用や絵馬通りの

活性化に向け、段階的に滞留エリアを広げていき、まちなかエリアの活性化から、最終

的には多賀大社前駅を結ぶアプローチエリアの活性化を進めていきたいという今回の請

願であり、現状把握から１０項目の問題に対して検討が実施されており、旧遠藤邸跡地

の駐車場においても、舗装を行い、休憩所やイベントを行える環境にしようとされてい

ます。 

 また、当町が今回の工事に要した費用相当分を地元、多賀区で負担していただくこと

は、当町にとっても早期の経費回収につながり、私は反対する大きな理由はないと考え、

今回の提出された請願に賛成いたします。 

○議長（竹内薫君） 次に、反対討論されます方。 

 ３番、近藤勇議員。 
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〔３番議員 近藤勇君 登壇〕 

○３番（近藤勇君） ただいま議長の方が、おまえの反対討論を受けたるということでし

たので、請願第２号に対しまして反対討論をさせていただきます。 

 私は、令和３年１２月の第４回の定例会にて審議されました請願第４号は、多賀６３

４番地旧遠藤邸の跡地利用に関する請願書について、それを反対討論をさせていただき

ました。皆さんもまだ記憶に新しいと思いますが、私は、絵馬通りの活性化を考える会

から提出されている請願でありながら、多賀字下之町６３４番地を多賀区が取得し、災

害時の緊急避難場所を主とした駐車場とするの請願事項で、多賀区の要望と判断せざる

を得ないものだと思っております。 

 その後、絵馬通りの活性化を考える会の委員の方から、このときの請願は令和元年度

に多賀区から提出された請願事項、敷地東側の通りを救急車あるいは消防車が通行でき

る道幅を確保するため、セットバックをする。道路拡幅については決議されていること

から、早期に着工できるように絵馬通りの活性化を考える会での検討内容も強くされた

もので、会としては、前より、当該地の利用も含めて絵馬通りの活性化につながる意見

を交わされていたと聞き及びました。 

 その内容は、このたびの請願で多岐にわたって取組を示していただいており、この内

容の真意については、２月７日に開催された絵馬通りの活性化の委員の皆さんと議員と

の懇談会に参加し、その思いを伺いました。私は今でも、人が歩くに優しい絵馬通りの

コンセプトを大切にし、人が集い、人でにぎわう、また、さきの請願で、同僚議員が賛

成討論の中で、絵馬通りの活性化が地域の活性化、ひいては多賀町の活性化につながる

との言葉がしっかりと耳に残り、心に残っております。 

 また、私は本定例会で、買物弱者について一般質問をさせていただきました。早々に

店舗の開業は難しい。それでも、店舗を構えなくても、例えば軽トラ市、あるいは仮設

テントを立てて、買物できる場所づくりをしていただけるならば、大いに賛成をしたい

と思っております。 

 しかしながら、私の反対の意を述べるのは、議員との懇談会で気にかかることはあり

ましたが、さらに、請願を審議する連合審査の中で、現在の宅地相当２筆については、

行政が進めたことで会の意向ではない。また、今まで会では議論してこなかったと参考

人が強く主張されました。この発言によりまして、その連合審査におきまして、行政が

議会をだましたのか、旧の課長、今の課長、その当時からの担当課長を呼ぶべきという

紛糾するありさまでございました。この件については、委員長の采配によりまして、審

議の論点が惑わされることから保留となりましたが、私は後日、改めて担当課長に事実

を確認するつもりでおります。今のところ、まだ確認はできておりません。しかし、今

進んできた状態であれば、２筆と駐車場ということになろうかと思います。 

 若干論点は外れましたが、参考人の主張が正しいのであれば、逆に、私は、令和元年

度から今日に至るまで、絵馬通りの活性化を考える会では当該地の利用について真剣に
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検討されていたのか、本定例会で示されていることはどこから出されたものか、疑問の

域に達しております。また、将来、本当に当該地を人が集い、人でにぎわうことを積極

的に取組を進められるのか、その疑問を払拭することはできません。 

 地域住民の方からの貴重な請願ではあります。当該地が何ら活性化につながる取組が

なされず、更地のまま放置される。駐車場として、人が歩くに優しい絵馬通りのコンセ

プトに逆行して、多くの車が乗り入れる土地だけとなるようであれば、他の地域の住民

の皆さんに対し、私は説明することができません。 

 私の意をまとめますと、当該地が本当に絵馬通りの活性化につながり、地域の活性化、

多賀町の活性化につながる、また買物弱者が生まれない取組が展開されるのであれば、

私も大いに賛成をします。そしてその取組に私も個人としてぜひとも協力させていただ

きたいと思っております。しかしながら、現段階では、今日に至る経緯、将来的な展望

の実現性が参考人からは何ら伺えず、反対の意を表したいと思っております。  

 今日、私、ここへ来るときに、このようなチラシを手に入れてまいりました。これ、

一業者の分ですから、発表させてもらっていいのかどうか分かりませんけれども、皆さ

んもお手元にお持ちかわかりません。株式会社平和堂旅行センターというのが、「滋賀

県多賀町 平和堂のまちあるきツアー じもとりっぷ じもとガイドさんと歩こう！多

賀～延命長寿、心と郷を結ぶまちを歩く～」ということで、６月１０日に実行されます。

これは、近江鉄道の多賀大社前駅に集合し、延命地蔵尊、真如寺、多賀大社、不二家さ

んで昼食、胡宮神社、近江鉄道多賀大社前駅まで歩くというコースでしておられます。

このようなことでも、ここへ絵馬通りの活性化を考える会がタイアップするとか、ある

いは自分らでも考えられる。このようなことをやっても他の地方からは来られるんやと

いうありがたい多賀の町があると思っておりますので、何も車で来られる方を期待して

駐車場を設けなくても、近江鉄道の駅に集まってください、最後、近江鉄道の駅で解散

ですよというツアーをやっておられます。 

 紹介をさせていただきましたけれども、このような事業をやっておられるということ

をもう少し肝に銘じていただいて取り組んでいただけるのであれば、先ほど申しました

ように、私は奮って賛成をしますけれども、今の状態では賛成することができません。

反対でございます。 

○議長（竹内薫君） 次に、賛成討論されます方、ございますか。 

 １１番、川岸真喜議員。 

〔１１番議員 川岸真喜君 登壇〕 

○１１番（川岸真喜君） 「請願第２号 旧遠藤邸（多賀６３４番地）の跡地利用に関す

る請願書」について、採択することに賛成の立場で討論をいたします。 

 この土地と建物は、皆様ご存じのとおり、遠藤氏が亡くなられた後、相続人不在の不

動産となり、適正に維持管理されず、当然ながら荒廃し、近隣、周辺環境、特に絵馬通

りの景観に悪影響を及ぼす事態となったことから、相続財産管理人が選任され管理され
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てきました。建物については、劣化が激しく、財産を評価する上でも負債、マイナス評

価となる状態であることから、解体の方向で多賀町と協議され、多賀町が解体費用を予

算化し解体しました。 

 相続財産管理人の小財弁護士が令和３年１月に大津家庭裁判所彦根支部に提出された

状況報告書の中の今後の管理方針の中で、解体後の土地については、一部を多賀町の道

路拡幅に供し、残地については地元自治会等へ売却し、可能な限り解体費用相当額を確

保するよう努めるとあります。相続や財産について定めた民法においては、相続財産管

理人が、財産の管理保存に費用がかかった場合は、国である家庭裁判所の許可を得て処

分することが認められています。これは競売ではなく、任意売買であります。今回の請

願は、法律上認められた売買であり、弁護士が裁判所に示した管理方針にのっとったも

ので、何ら逸脱したものではありません。相続人不在の当該土地を処分する上で必要な

裁判所の許可を得るため、議会の理解と後押しを求められているものです。  

 国である裁判所が許可をする上での判断基準としては、金銭面での判断という点と、

売却する相手方として考慮すべき事情があるかという２点だと言われています。金銭面

については、先般の委員会での審査において、請願者である絵馬通りの活性化を考える

会委員長が、裁判所が示す金額に応じると回答されています。また、考慮すべき事情と

しては、委員会において、絵馬通りの活性化に取り組む活用方法が添付資料で示されて

おり、この請願者が当該土地を取得し活用していくことが、多賀町全体にとっても最も

有効であると私は思います。逆に言いますと、この請願者以外の団体や個人が取得して

は、町なか部分の活性化が停滞すると思います。 

 コロナ禍で疲弊した観光産業を支える意味でも、また地元の皆さんが安心して過ごし

ていただく意味でも、そしてまた、この土地における所有者がまだ管理人であるという

不安定な状態から法的に安定した状態へ早期に持っていくためにも、今回の請願には議

員の全員の皆さんの賛同をぜひ頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上、賛成の立場での討論といたします。 

○議長（竹内薫君） ほかに討論はございませんか。 

 ４番、木下茂樹議員。 

〔４番議員 木下茂樹君 登壇〕 

○４番（木下茂樹君） 令和元年９月議会請願第２号、多賀６３４番地旧遠藤邸の建物解

体と跡地の整備に関する請願書において、当時の請願であれば私は、今後、町内各地区

においても発生する事柄であり、請願の趣旨と請願団体、裁判所の裁決の可能性からし

ても付議を感じることなく、同様な事象にも良き前例となると信じ、賛成いたしました。 

 令和３年１２月議会請願第４号では、多賀６３４番地旧遠藤邸の跡地利用に関する請

願書で、令和元年９月議会請願第２号の解体後、町道拡幅後の残り敷地を３筆に分け、

２筆を宅地相当に、１筆を多賀区の駐車場にする案で進めていたが、多賀区が取得し、

災害時の緊急避難場所を主とする駐車場にするの趣旨に変更になりました。災害時の緊
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急避難場所を主とする駐車場にするには、近くに多賀小学校グランドもあり、数台のた

めに災害に備える駐車場構想はあまりにも不自然で、今後、用途変更と追加の補助金を

求められるのではと危惧します。 

 請願には、絵馬通りの活性化を考える会に賛同する団体として、本町で一番大きい多

賀区区長、全国的に知名度の高い多賀大社、本町の商工業者の団体である多賀町商工会、

本町の知名度向上に貢献いただいている一般社団法人多賀観光協会、協同組合多賀門前

町共栄会、一般社団法人杜ノ実と、町内のそうそうたる団体が名を連ねておられます。

しかしながら、令和３年１２月議会に提出された請願第４号は不採択となりました。  

 私は、今回の請願が当初の請願趣旨どおりであれば賛成です。しかし、請願を協議す

る連合審査会で、議員の質問に対し、代表者である参考人の請願を超えた強固な発言を

感じ、納得できませんでした。再々提出にもかかわらず、冷静な請願の説明ではないと

感じました。また、行政との話合いなどを否定するかのような発言もあり、請願者、協

同組合多賀門前町協栄会として今日まで何を検討されてきたのか、不信を感じました。 

 私は、先ほども言いましたように、多賀区以外にもこのような事象が生じたとき、良

き先例となることで多くの町民の賛同が頂けるものではないかと思います。令和元年９

月議会当初の請願どおりであれば賛成ですが、今回のように修正を繰り返し行う請願に

は一貫性が感じられず、賛同することはできません。 

 議員各位の賢明な判断を願うところです。 

○議長（竹内薫君） ほかに討論ございますか。 

 ９番、川添武史議員。 

〔９番議員 川添武史君 登壇〕 

○９番（川添武史君） 私は賛成の立場で討論させていただきます。 

 先ほどから同僚議員がいろいろと反対討論をされました。一番間違っているのは、多

賀区が財産を買うのではない。絵馬通り活性化委員会が買うわけです。ただ、活性化委

員会では資金がない。だから、当分の間は、代わりに多賀区が買って、それを活用する

というのが一番の違いです。皆さんは、多賀区が買う。多賀区は買いません。今、一時

の資金を貸すんです。 

 それともう一つ、近藤議員が言われました。まちづくりは本当に難しいです。そうは

簡単にできません。門前町活性化委員会、僕も平成１０年に副議長をしました。いろい

ろやってきても、なかなか難しい。その当時から、多賀には、まちの中を散策してもら

う。滞留拠点が欲しい。かぎ楼さんの横に広場があるやないか。一時検討しました。あ

そこは防火水槽があるんです。だからできないというようなことが、いろいろありまし

た。 

 これは、令和元年のときにも私は説明しました。これだけみすぼらしい建物が絵馬通

りにあれば多賀のイメージがあかんということで、多賀町に解体をお願いしました。そ

のときも、結局、財産相続人がおらないということで、そういう問題がありました。本
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当に多賀町を発展する。これ、近藤議員も言われました。多賀区またはそういう小さな

ところから発展していって、多賀町全体を発展するというのがそれなんです。 

 だから、私は、あれを更地にして、宅地やなしに、将来的には多賀区が１,０００万

余りの金は出すかわかりませんけど、トイレを造るとか、例えば昔、名神の駐車場、特

にテント村へ行って、そういう地域商品の販売所がテントを立ててやっておられました。

そういうことも、あそこであれば可能なんです。だから、そういうことを将来的に考え

ていただいたら、僕はあそこを当分は更地にしないと、金のこともあります。多賀区も

金は持っておられますが、ここで今すぐトイレを建てるというようなことは、多賀区に

はよう言えません。これは皆さん、考えていただきたい。どこでもそうです。 

 皆さん、今、取りあえず、観光協会とか杜ノ実とかいろんなところで、大滝の活性化

も大瀧神社に行ったり、また佐目の十二相神社の祭礼には観光協会、商工会、皆さんが

助けに行って地域おこしを頑張っています。河内の風緑でも、開店当時は皆さん応援に

行っておられます。そういうので一生懸命、今のこの団体さんは多賀町全体のために頑

張っておられます。それを皆さんしっかりと心に持って採決に臨んでください。それが

私のお願いです。よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） ほかに討論されます方はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は採択です。請願第２号は、産業建設常任委

員長の報告のとおり採択することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（竹内薫君） 起立多数であります。よって、請願第２号は産業建設常任委員長の

報告のとおり採択することに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１９ 「発議第１号 ロシアのウクライナへの侵攻を非難す

る決議案」を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 １０番、山口久男議員。 

〔１０番議員 山口久男君 登壇〕 

○１０番（山口久男君） ただいま議長の許可を頂きましたので、発議第１号について説

明をします。 

 ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議案を提出いたします。 

 去る２月２４日、ロシアはウクライナへの武力攻撃、侵攻を開始しました。 

 １９９１年のソ連崩壊後、ウクライナは正式に独立国となった。独立国である以上、

国の方針を決定していくのはウクライナ国民であり、隣国のロシアではありません。武
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力により他国を制圧することは人道上、また現在の国際法に照らし合わせても断じて許

されない行為であり、このような国際秩序を乱す行為に対して全世界が反対の声を上げ、

この軍事侵攻を非難すべきである。 

 戦争は最大の人権侵害であり、人の心が麻痺し、良識ある行動が取れなくなってしま

う恐ろしいものである。我々日本も、かつての戦争で多くの貴い命をなくし、戦争をす

ることを永久に放棄した。このような悲しい歴史を絶対に繰り返してはならない。  

 プーチン大統領は、核を誇示し他国への威嚇を行い、国際情勢を大きく揺るがしてい

る。このような行為に対し、唯一の戦争被爆国であり、しかも、非核三原則を国是とす

る日本は、非難の声を上げ、国際社会において強く訴えていくべきである。  

 ロシアは、国際社会の強い自制の求めにもかかわらず、侵略行為を継続しており、ウ

クライナ各地で市民への被害も拡大をしている。 

 多賀町議会は、日本国憲法が掲げる平和主義の下、国際社会の恒久平和を世界に発信

するとともに、ウクライナへの侵攻に対し強く抗議し、一日も早いロシア軍の撤退と人

命が確保されるよう強く求める。 

 令和４年３月２５日、多賀町議会。 

 以上です。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「発議第１号 ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議案」は、原案のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、発議第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りします。ただいま可決されました決議の中に、字句等について整理を要する場

合は、その整理を議長に一任されたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句等の整理は議長に委任することに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２０ 「議員派遣の件について」を議題とします。 

 本案は、会議規則第１２８条の規定により、お手元に配布しておりますとおり議員を
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派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定しまし

た。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２１ 「委員会の閉会中の継続調査について」を議題としま

す。 

 本案は、総務常任委員会および産業建設常任委員会ならびに議会広報常任委員会、議

会運営委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布した所

管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申出がありました。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決定しま

した。 

 以上、本日の議事日程および本定例会に付された案件は全て終了しました。 

 去る３月４日開会、本日までの２２日間の会期にわたり、終始熱心にご審議、ご審査

賜り、また、議会の運営に関しましても格別のご協力を頂き、誠にありがとうございま

した。 

 これをもって令和４年３月第１回多賀町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ６時１７分 閉会） 
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